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平成20年第１回太子町議会定例会（第411回町議会）会議録（第２日） 

平成20年２月29日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程          

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員                 

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   上 山 隆 弘 

  ５番   服 部 千 秋         ６番   長谷川 原 司 

  ８番   中 井 政 喜         ９番   嶋 澤 達 也 

 １０番   花 畑 奈知子        １１番   熊 谷 直 行 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   橋 本 恭 子 

 １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 

  ７番   井 村 淳 子 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  藤 井 仁 美     書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成20年第１回太子町議会定例会第２日目

におそろいでご出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成20年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 日程第１、一般質問を行いたいと思います

が、ここで暫時休憩します。 

（休憩 午前10時00分） 

（再開 午前10時09分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程第１、一般質問を行う前にご報告申し

上げます。 

 本日、圓尾哲一教育長から発言を求められ

ておりますので、これを許可します。 

 圓尾哲一教育長、発言を許可します。 

○教育長（圓尾哲一） 失礼いたします。 

 既に新聞の報道なりマスコミの報道でご存

じのように、２月13日に発生いたしました洗

剤混入事件に関しまして、昨日、２月28日

21時25分、給食センターに勤務する職員が逮

捕される非常事態に至りました。食の安心・

安全が叫ばれる中、給食を提供するセンター
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職員の中から逮捕されるに至ったことにつき

まして、教育委員会として給食を食べていた

子供たち及びその保護者並びに町民の皆様の

信頼を裏切る結果となり、心より深くおわび

を申し上げます。 

 本日からは、安心・安全の食を提供する者

といたしまして教育委員会の教育長あるいは

職員はもとよりセンター職員全員一丸となり

万全の対策を立てて取り組んでまいる決意で

ございます。こうした事件が二度と発生しな

いよう十分な対策、対応を講じ、町民の信頼

回復に努めていく所存でございます。 

 この事件について、町議会の皆様にも町民

の皆さん含めてご迷惑をおかけいたしました

ことについて重ねておわび申し上げます。特

に町職員内部から逮捕者が出ましたことにつ

きまして、深刻に受けとめ、対応策を講じて

いきたいと考えております。よろしくお願い

いたします。 

○議長（北川嘉明） 圓尾哲一教育長の発言

は終わりました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（北川嘉明） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、１番井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 １番井川芳昭でございま

す。おはようございます。通告に従いまして

一般質問をいたします。 

 では、給食センターについてなんですが、

けさの新聞報道等、また先ほど来も教育長の

方から内部の犯行であったというような報

道、また発表がございましたが、非常にこれ

残念に思いまして、まずこれを踏まえて質問

をさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、今月の13日に起きました給食

センター洗米機の洗剤混入事件に関してです

が、13日の朝の事件が発覚しているにもかか

わらず、15日のお昼に緊急招集がかかり、何

事かと思えば、給食センターの事件の話でし

た。しかも13日の午前10時から午後３時ぐら

いまでは所管の委員会、福祉文教常任委員会

が開催されているにもかかわらず、まして教

育委員会との会議の内容は、例の中国の冷凍

餃子の農薬混入の話から始まり、太子町の給

食の食材関係には中国製の野菜、または中国

製のものはないのかというやりとりをしてい

る最中であり、その２日後に緊急招集がかか

るとは、何が緊急なのかというふうに私思い

まして、なぜこの事件発表に２日以上もかか

ったんでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 発表が遅れたということでございます。こ

れにつきましては、13日の午前７時４分に炊

飯当番の職員が洗米作業に取りかかるときに

異常を発見して、直ちに職員や栄養士に報告

したわけでございます。それで、当日の給食

の取り扱いということで、手洗いによって洗

って給食を出そうということで、そういうこ

とに至ったわけでございまして、それとあわ

せて液体がいわゆる洗剤と思われるというこ

とで、洗剤の納入業者に分析、いわゆるそう

いう調査を依頼した、それとセンター所長が

ちょうど、そのときはそういう対応、それと

午前中が常任委員会開かれているということ

で、ちょっと報告が遅れたということでござ

います。その後、それからセンター所長が昼

から私どもの方へ報告に来たわけでございま

す。そして、副町長、町長に報告をしたとい

うことで、その後の対応についてはご指摘が

ありますように、それ自体が不注意かどうか

分からなかったということで、調理担当の方

から事情聴取もいたしまして、分からないと
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いうことなので、警察ということになったと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど来から、委員会があ

ったから報告できなかったというような答弁

ございましたが、委員会があったからこそ即

座に報告しなければいけないと思うんです

が、その辺どうでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） そのとおりでござ

います。ですから、それについては所長の判

断では、これは洗剤という、ほぼ洗剤だとい

うような認識の甘さといいましょうか、そう

いうことがあったというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 その当時、教育長は東京に

出張されているような形で、対応の遅れとい

うようなこともお話を聞いております。で

も、そのために教育次長、または管理課長と

いう方々がおられるのであって、対応の遅さ

っていうのはやっぱり次の役職の方に受け継

がれていくものだと私考えておりまして、や

はり情報の伝達の遅れですとかということ

は、そういうことはやっぱり常日ごろ分かっ

ていらっしゃると思うんですが、その辺はど

うでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 確かに最高は教育

長でございますけれども、いわゆるそういう

衛生管理的なものがあったとしても、そうい

うことは想定いたしておりませんでしたの

で、そういう危機管理意識の甘さということ

を言われれば、そのとおりだと思います。深

く反省しております。申しわけございません

でした。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 まして13日の８時10分です

か、当日の給食の取り扱いをどうするかとい

う協議されてますよね。なぜこのときに即座

に連絡して、この日の給食からとめられなか

ったんでしょうか、その辺どうでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） ８時10分、今言わ

れましたそれについては、当日の給食の取り

扱い協議したということですけども、まず子

供たちにえらいことになってるということな

んでしょうけども、子供たちに何とか給食を

提供したいということがございまして、手洗

いによったら、機械を使うんじゃなしに手洗

いで洗米したということで、安全を確保した

ということで、そういう判断に至ったという

ことでございます。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 本来、洗剤がつくべきとこ

ろに洗剤があったというようなこれ事件だと

思うんです。それが、事故であったというよ

うな形で解釈されて、しかもその後、事後２

日間、問題も解決というんですか、原因も分

からないままこの給食は継続して幼稚園、小

学校、中学校の子供たちに、その状態の中で

普通に安心・安全なおいしい給食と思って食

べている子供さん方はおられるわけです。だ

から、その２日間に別の異物、またほかの薬

品等が違うものに混入されていればどうする

おつもりだったんでしょうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今、井川議員が指摘

されたことに対しては、本当に判断が間違っ

ていた、甘かったと反省いたしております。

何を言いましても、言いわけになると思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 分かりました。教育長初め

教育次長、課長の人たちは、この給食をやっ

ぱり食べておられないんです、日常。生徒た

ちはやっぱり日常にこれ食べるんです。だか

ら、私から見ても、何か食べないから人ごと

のように思えてならないんです、実際食べな

いから。私だったら、実際食べるとこれはや

めとかなあかんというような形に自分自身も

思いますし、多分皆さんそう思うでしょう。
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だから、余りの危機管理のなさに私あきれて

ます。 

 教育長は常日ごろ子供たちのためにとかと

いうようなことを口にされておりますが、教

育長の認識されているその危機管理とは、ど

ういうもんなんですか、お尋ねいたしたいん

ですが。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 危機管理の一番はや

っぱし安心・安全を第一にし、そして子供の

いわゆる命にかかわることを、大事にするべ

きところを今回こういうふうな判断、いわゆ

る判断のミス、それはやはりその中にはマニ

ュアルというのんについて甘い点があって、

今から考えますと、やはり現場、現場で即

断、決断して判断していくようにしなきゃ、

何もかも全部私のところで最終というと、今

回みたいな出張ということがあって、こんな

ん言いわけになって申しわけないんですけ

ど、やはり判断が遅れたミスというのが起き

ると思います。そういう面で、やはり安心・

安全は何かと言われますと、やはり命、それ

から緊急の判断を現場主義でやっていくこと

に持っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 その後、18日から２月20日

までの３日間は給食を停止していただいた

と。安全対策として防犯カメラの設置等、ま

た警備システムの施錠箇所の拡大等の策を講

じて21日から給食が再開されたわけですが、

ＰＴＡにこういったプリントの配布でいろん

な内容を、チェックリストの徹底とかマニュ

アルの徹底ですとか、そういった形で配布を

されておりましたが、このプリントの内容を

見ると、その事件の犯人が内部犯行であれ

ば、これ内部犯行であったんですが、これ何

の意味もないと思うんですが、その点はどう

でしたでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 再開についてのそ

の通知文についてでしょうけど、これについ

ては安全対策に防犯カメラとか警備システム

等々挙げておりますが、これにつきましては

まだ私どもも内部、外部ということが分かり

ませんので、そういう内部も外部も含めた対

策を講じていったということでございます。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど内部か外部か分から

ない状態と言われておりましたが、そうなら

ば給食を再開、21日から３月19日までの間は

米飯給食、米飯に対しては委託で炊飯してい

るというような形でやられておりますが、こ

れまた話の筋が違うと思います。たまたま犯

人であろう人が洗米機に洗剤を混入しただけ

であって、今度はまたほかの食材または機材

に混入される可能性もあるわけです。だか

ら、この米飯給食だけをとらえて委託炊飯し

ますというこの考え方はどうなんでしょう

か、お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 米飯給食の委託と

いう、２月21日から３月19日まで米飯につい

ては委託をいたしたわけでございます。本来

なら、直営部分もあるわけでございますが、

この炊飯器自体が大きなものでございまし

て、いわゆる目視、目で見て確認できる部

分、できない部分もございますので、そこは

要するにとめて、ほかの釜類は高さも低うご

ざいますので、すぐいわゆる目で確認、始め

と終わりは確認できるということで、そうい

う確認できるものだけはそれで調理して、そ

のいわゆる米飯システムについての機械です

けども、これはのぞくとか、ばらさなあかん

とかというようなことの確認方法が要ります

ので、その部分はやめたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ＰＴＡの方が給食の停止か

ら再開についての教育委員会からのプリント

を見て、一体どうなってるんやと、わけが分

からないというような形のことを言われてお

ります。教育委員会に対して不信感と不安感
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を抱かれておりまして、とりあえず給食の停

止をされて困る方もおられると思うんです。

でも、大多数はこの問題解決まで給食停止を

してという声があるんです。この早期の給食

再開について、これどう思われてますか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） この再開に向けま

しては、最終的には２月19日、臨時の教育委

員会を開催して、３日間の給食をとめた対応

策、それを報告いたしました。それについて

は、そこで21日からの給食の再開について協

議しました。対策の結果、おおむねよかろう

というようなことでございました。しかしな

がら、その夜の７時30分から太子町のＰＴＡ

の連絡協議会を開催をいたしましたので、そ

の中のご意見を聞きながら考えていこうとい

うことでございました。そして、ＰＴＡの連

絡協議会の中では、そういう今井川議員が言

われましたような心配もあるが、おおむね早

く再開してほしいという意見がございました

ので、21日から再開をしたということでござ

います。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それはそういった会合に出

席されたごく一部でありますでしょうか、そ

ういった限られた人の意見でもあったと思い

ます。ただ、そういったレベルで、町の声で

聞きますと、やはりちょっと少し早いのでな

いかという声が多数あったかのように思いま

す。 

 それで、話は変わるんですが、先日の給食

センターのこの事件について急遽集まりまし

た委員会で、提出されましたこれ以外に、以

前に事故が起こっていなかったのかというよ

うなことでお話をしたときに、こういった過

去の事件が、給食センター内で起こった事件

が提出されたわけなんですが、これ一番最初

は平成12年10月23日、配送車のドアのかぎの

破壊、これの事故から平成18年７月11日の食

缶の御飯にボルトが入っていたということま

で、今までこんなことがなぜ報告されていな

かったのかと思いまして、これは教育委員会

が知ってて黙っていたのか、給食センターか

らの報告がなかったのか、これはどちらだっ

たんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 12年10月23日の配

送車のドアのかぎ、こういう、これは被害届

を出すとか、一覧表お渡しいたしております

が、これにつきましては教育委員会の方へ文

書、または口頭での報告はあったというふう

に聞いております。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 分かりました。 

 それとこの提出された事故以外に平成18年

７月17日以降、これ以降の事故は本当になか

ったんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） これにつきまして

は、18年度と19年度ですが、今現在まででご

ざいますが、合計的には異物混入関係でござ

いますが41件、その中にはほとんどが毛髪、

虫とかビニール、ナイロン系、そういうもの

がトータルで41件異物混入があったというふ

うに報告を、これは直接には教育委員会の方

にはないわけでございますけども、調査の結

果41件あったということでございます。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどから髪の毛とかナイ

ロン系のものが入っているというような形で

言われましたが、御飯の食缶の中にボルトが

入っていたというような、こういったような

ことはなかったんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） それはこの41件の

中にはそういうことはございません。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 分かりました。 

 それと、以前から給食センターの人間関係

でしょうか、人間関係におけるいじめ等の問

題でパートの方々が次々とやめられていかれ

るという問題、または給食センターの食材、

または物品がなくなるということをちょくち

ょく耳にしてきたんですが、そういったこと
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は現実的にはあったんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 物品がなくなると

いうことはあったというふうに聞いておりま

す。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 そのとき何か方策であると

か対処されたんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 全部ではないですけ

ど、現場行って職員に話はいたしました。全

部したか言われたら、それは全部しておりま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それはやったときとやらな

いときで何がどう違うかったんでしょうか。

対応したときと対応してないときに何か違い

はあったんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） それによって、例え

ばですけど、今回逮捕されたもんが態度変わ

ったとか、そういうことは何にも聞いており

ません。それはちょっと推測で申しかねま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今回のこの洗剤混入事件の

発生で、いろんな過去の事故の経緯が明るみ

に出てきたわけでございますが、給食センタ

ーの施設の管理、または人員の管理、食材の

管理は教育委員会として適正な指導、または

対応がされてきてましたでしょうか、どうで

しょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） こういう事件が起き

て、適正な管理をしていたとはあつかましい

て申せませんけど、決してでたらめではなか

ったと思います。ただ、いろんな点で不祥事

があったということについては申しわけなく

思っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 適正な対応と指導をされて

いれば、この中のリストと同じような何回も

繰り返されてるような事故というんでしょう

か、事件というんでしょうか、こんなことは

起こらなかったと思うんですが、今後責任者

の方が責任をとるという形のお考え等はござ

いますでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 最高の責任者は教育

委員会行政においては私でございます。どう

いうふうに責任とるかというと、まず今回の

給食のこのことに関して万全の対策をとっ

て、これはハード面もソフト面も含めて、特

にソフト面、今井川議員が最初におっしゃい

ましたように、そういう面でやはり対応して

いかないかんと。特に危機管理意識において

は、私を含めて教育委員会あるいは調理セン

ター内部を含めてやはり危機管理意識は、今

の甘さから脱却させるのが大事なことだと思

っております。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 分かりました。 

 それと、また少しちょっと話変わるんです

が、給食センターの食材の安全管理について

なんですが、太子町の青空・夕市というんで

すか、そういったところから野菜であるとか

いろいろなものの食材を使われてるという話

もございましたが、この間中国の農薬問題が

上がりまして、こういった野菜とか食材、夕

市から入ってくる食材に関して農薬検査等は

行っていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 給食センターに納

入の夕市の野菜ということでございますけど

も、これにつきましてはご案内のとおり普通

農業者がいわゆる農産物を出す場合には、米

も一緒ですけども、農薬の散布時期、いわゆ

る農業日誌をつけるということでございます

ので、いついつ農薬を散布したというような

記録がついたものでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 分かりました。 

 また、それと少し話も変わるんですが、最

近小麦の値段の高騰でパンの値段が高騰して

いるとはご承知のとおりであると思うんです

が、学校給食にはパン食があると思うんです

が、この辺の給食費への影響というんです

か、値段の高騰に対して、これ多分に出てく

ると思われるんですが、そのあたりの現状は

どうなんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 今言われましたよ

うに、当然牛乳もしかり、小麦粉、それから

それに伴いますパンということになってきま

すが、当面、これは先日でしたか、学校給食

会を開きまして、20年度の給食費についての

協議、決まってはないんですけども、当面は

いわゆる現状の19年度のままの給食費でもっ

てやっていこうと。その結果、いわゆる価格

変動に伴います分は、途中ででもまた変更し

ていこうということでございます。まだどう

なるかということは決まっておりません。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それは今のところは給食費

に響いてこないという認識でよろしいんでし

ょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） せんだっての給食の

そういう給食費を委員会で審議する中では、

１学期はこれでいこうと、その中において物

価の高騰の幅なりを見ながらもう一度次の委

員会のときに話し合うということで、結論は

出さずに終わっております。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 現在、太子町で米づくりを

されてる方、農家の方だと思うんですが、米

が余って持っていくところがないという話を

よく耳にするんですが、この小麦の高騰のこ

の時期を機に地産地消という観点から、米飯

給食を週に１回増やしてでも、この太子町の

お米を消費してはと思うのですが、その辺い

かがでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今の貴重なご意見踏

まえながら、またそれは検討していきたいと

思います。今ここでその米の値段のこともき

っちり分かりませんし、あるいは今度委託す

る業者との関係もありますんで、今後今の貴

重なご意見を踏まえて考えていきたいと、こ

んなふうに思います。 

○議長（北川嘉明） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 最近、やっぱり朝御飯はパ

ン食っていう若い世代の方多いかと思うんで

すが、保護者の方からもやっぱりお昼は米飯

にしてほしいという声もかなり聞くんです。

パンは食べれないけども御飯は食べれない子

はいないというふうに私は思っておるんで

す。教育上、そっちの方が非常にいいかとは

思うんですが、太子町で米づくりされてる方

にも大変励みになってくると思いますんで、

今後また検討課題としてご要望していきたい

と思っております。 

 いろいろ言ってまいりましたが、あとのこ

とについては所管の委員会、給食センター特

別委員会等でお話をしていただきたいと思い

ますので、これで私の一般質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で１番井川芳昭議

員の一般質問は終わりました。 

 次、12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 毎度のことながら、町の選

挙管理委員会に選挙で妨害や嫌がらせを受け

た議員上田でございます。通告に従いまして

質問をいたします。 

 私もいろいろ食のあり方といいますか、私

も73歳で、戦争を体験した最後の昭和１けた

ぐらいかなと思うんです。給食については、

当時の我々のコッペパンといいますかアメリ

カの脱脂粉乳で給食センターが始まったとい

う、その辺からいろいろお尋ねしようかとき

ょうは思っておったんですけれども、たまた

ま先ほど、いわゆる情けない話ですけども、

職員の中で逮捕者があったということなの

で、少し質問の内容を変えたいと思います。 
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 まず、私の認識からいいますと、この事件

は起こるべきして起きたと思っております。

給食センターのあり方について、まずは学校

給食ということについて町も教育委員会も真

剣に考えていなかったように思います。今回

もまずは給食センターの建設ありき、あれぶ

っつぶして新しいの建てると、10億円ほどで

建てんなんと。その準備から入っていった

と。それを民間委託にするということで、ず

っと所管の委員会の会議録を読んでみます

と、そのために人を減らしていくと、人減ら

しをやっていくということがありありとうか

がえるわけなんです。そういうことが私は職

員に、パートの方も含めてやっぱり微妙に心

理的に影響してきたと言わざるを得ないと思

っております。まず私の認識はそうです。そ

の辺の認識について、教育長はどう認識され

ておるのかお尋ねをいたします。 

 それで、給食センターで具体的に言います

と、午前７時４分に事件が発見されたと。先

ほどの答弁の中にもありましたように、10時

から所管の委員会を開いておったと。その間

に約三、四時間の間、時間を空費しとるわけ

です。液体の分析を納入業者に依頼したり、

それから当日の給食をどうすんだというよう

な、そういうようなことに時間を費やして、

教育長がこの役場庁舎におるにもかかわらず

連絡をしてないと。その後、教育長は東京へ

出張したということなんですけれども、私は

それはちょっと信じられないです。町のこう

いったときに危機管理として連絡方法、どこ

に連絡すると、まずは給食センターからどこ

へ行って、それから教育委員会へ入って、そ

れから各学校とか町長とか、そういう私は連

絡体制ができておったと思うんですけれど

も、それはどう機能したのか、まずその辺を

しっかりとお答えいただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 一番最初の人が減ら

されて、そこで不安があったんやないかとい

う質問でございますけれど、それの特にパー

トさんを含めてそういうふうに考えておられ

たんやないかということにつきましては、や

はりその人減らしというんですか、そういう

面で安全管理において甘さがあったことは認

めます。人減らしイコールではないんですけ

ど、全くそこら辺に因果関係がゼロだったと

は思いません。おっしゃるとおりだと思いま

す。 

 それから、そういう事が起きたときの連絡

体制について、やはり現場の所長に責任は私

はないと思います。所長が私の方に即連絡す

るようなふだんからの意思徹底が強くできて

おれば連絡があったと思います。私が正直申

して知ったのは、東京に着いて夕方の食事を

してるときでした。ですから、この辺につい

ての管理体制は何と責められても私の責任で

ございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私はこのマニュアルといい

ますか、いわゆる管理体制がきちっとできて

なかった。これは教育委員会だけでなしに、

これが給食問題で給食センターで発生したこ

とやからこういうことになるんですけれど

も、例えば学校へ押し入って、例えば児童を

殺傷したとか人質にとるとかというような事

件があったときにでも、管理体制というのは

できていなかったと、私はその辺が怖いんで

す。これだけ危機管理が叫ばれる中で、そう

いう体制がとれていなかったと。しかし、今

までの議会の質問の中ではきちっとやってお

るというような答弁があったわけなんですけ

れども、その辺で事実の隠ぺいが私はあるの

ではないかと思いますので、少し突っ込んで

お聞きいたしますけれども。 

 今回の事件以外にここに教育委員から後か

ら出されてきました報告がありますね、平成

２年からボルトがほうり込まれたとか車のタ

イヤをパンクさせたとか、平成12年からです

ね。この中で、私は何で給食の配送車が壊さ

れたり電線が切断されたりしておるのに警察

に届けてないと、被害届を。この辺がよく分

からんのです。これ隠さんなんことやないで
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しょ。 

 さらに、もっと重大なことが隠されており

ます。事実把握しておりませんか。この洗剤

どころやないという話。お聞きします。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） ２つ問いが出てたと

思います。学校の安全体制の緊急管理マニュ

アルというのは、これは毎年校園長会の４月

の時点で確認して、それは前から申してます

ようにできております。ないというふうに誤

解されたら困るんですけど、例えば110番に

１番目にする、それから教育委員会にする、

それからその間を並行して、もし子供が被害

に遭うたら保護者に連絡するという、そうい

う４項目にわたってきちっと緊急の場合の安

全管理マニュアルは学校側の方に対しては４

月の当初に確認しております。 

 今の事故のことについて警察に届けてない

のには隠ぺい工作というお話ですけれど、や

はりそういうふうに言われても、これは実際

に届けたんが３件だけですので、それは私の

方が幾らどない言ってもこれは弁解になると

思います。届けなかったのは過失だと、そん

なふうに認識しております。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、過失というもんと違

うでしょ。確信犯違うんですか、隠してやろ

うという。私は、届けるの、あした届けんな

ん思うとって、うっかりして日がたってしも

うたというのは過失ですわな。だけど、こん

なもん届けへんというのは違いますよ、過失

と。隠しとこうと思うて隠したん違うんです

か。どうもその辺が、私が教育委員会と話し

しよっていらいらしてくるのはそこなんで

す。悪かったと、弁解できへんと、そうじゃ

ないんです。弁解できようが弁解、そんな話

のレベルで終わったらいかんのです。なぜ届

け出なんだかという、意思が働いて届け出な

んだんでしょ。それを聞いとるんです。何で

届けなんだんやという。 

 これもっと言いますけど、平成12年時分か

ら議会でも何回もあるんです、教育委員会で

問題あるやないかということは。何も今始ま

ってどうこう言うたん違う。その間に、い

や、そんなんないですというてあなた方言う

てきたやない。ないですと言うたという理由

は何やということを聞っきょんです。だか

ら、うっかりしとったとか、そんな段階の話

と違うでしょ。と思います。 

 それともう一件、もっと言いましょうか、

もう。清缶剤、いわゆるボイラーの洗浄をあ

る種清缶剤で洗浄しますやん、清掃すんの

に。あれが１回に大体50㏄ぐらいでやるのが

100倍ぐらいの量を投入して、それでボイラ

ーとめて全部やり直したという経緯報告あり

ませんか。こっちから全部言うていかなんだ

ら、何でそっちから言われんのですか。もう

ここになったら全部言ったらいいじゃないで

すか。違いますか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） ここに上がってる事

態が、その辺は前に上田議員から指摘された

ように、組織の連絡体制がええぐあいできて

なくて、私の方がこん中には知らないものが

あります。今おっしゃいましたボイラー室の

それも私が認識したんはごく最近です。おっ

しゃるように、50入れるところを倍入れたと

いう話は最近聞きました。そういう面で、そ

ういう組織の体制が甘かって、別にそれはボ

イラーにそんなたくさん入れて事が起きたと

いうことを隠したわけじゃありません。私は

ごく最近知ったので、それは今上田議員がお

っしゃったことはそのとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 すごく私は聞いていて風通

しが悪いといいますか、現場から上の管理監

督すべき課長及び教育長に情報が上がってこ

ないと。この体質は人事がやっぱり間違っと

ると思うんです。人事は恐らく町長の方でや

られると思うんですけども、町長、こういう

人事のあり方についてどう思われております

か、お尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 
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○町長（首藤正弘） これは、人事とか、そ

ういう問題ではないと私はこのように思って

おります。申しますのも、センターの職員に

つきましても、我々事務職から派遣してい

る、教育委員会へ出向させている職員につき

ましては、センターの所長、それから事務職

等でございます。あとは現業職員として、調

理職員として雇っている関係で、そうした一

人ひとりの考え方につきましては、これは教

育委員会に出向しようと、また一般職につい

ておろうとも同じ勤務形態でございます。そ

れぞれの公務員としての意識の持ちようであ

ろうと、私はこのように思っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 違いますよ、町長、それ

は。過去の例で言いますと、よう話あります

やん、気に入らんさかい給食センターへでも

飛ばしとけとか、体育館でもやっとかんかい

というてよう話聞きまっせ、そういう話は。

給食センター、ほんまに私はあの人員の適材

適所にやられたとは思っておりません。もし

町長がそう認識されておるんでしたら、もっ

と調査されて、本当に適材適所の人数をあそ

こに配置しとんのか、しかも長年にです。５

年、10年の話やなしに、もっとスパンの長い

話で給食センターをどう扱ってきたかという

ことがこの問題の原点でっしゃないかいな。

だから、任命責任者として私は町長の責任は

免れんもんやと思ってます。違いますかな。

私はそうやと思う。 

 それがそうでないとおっしゃるんなら、例

えば過去10年間にわたって人員の配置全部出

してみなさい。ほいで、その人がどんな責任

があってどんな仕事をしてきたか一覧表にし

てみたらすぐ分かります、パートの人も含め

て。とにかく今の人事はむちゃくちゃでし

ょ。この福祉文教の常任委員会の会議録読ん

でみなさい。要らん人を雇うなとか、いろん

なん出てきてまっしゃない。実際は３人しか

要らないんやけど６人とったとか。今現在、

その方々が職場でどういう仕事をしておるの

か知っておりますか。今この席ですから、私

は個人のプライバシーとか人権にかかわるか

ら言いませんけども、それを承知されて皆お

っしゃるんですかと言うてる。 

 だから、冒頭申し上げたように、建設あり

きが先にいって、それを民間に委託せんなん

から、だから人をいろてったと。それが従業

員に分かったから、もう今回事件を起こした

この職員のことだけ言ってるんと違います、

私は。給食センター全体の人間の、働いてお

る人たちのことを言っておるんです、今は。

しかし、それがこういう事件を生んだという

ことは、はっきり言いますけど、やめられた

職員の中から、皆さんご存じ、町長も知っと

られると思うんですけども、私どもの方へ投

書が来てます。この人はもう名前を明らかに

してもらってもよろしいと、議会の調査する

んなら委員会に出席して証言もいたしますと

いうておっしゃられている人の話の中にも、

我々が調査しよるのとほとんど同じようなこ

とを述べておられるんです。ですから、私は

恐らく、恐らくじゃなしにこれは事実だと思

います。そこで働いておらなければ知り得な

いことがいっぱい書いてあるんです。恐らく

町長もご存じやと思います。 

 あとは先日、この給食センターの洗剤混入

事件について本議会が調査特別委員会を立ち

上げておりますので、その委員会の調査を待

ちたいと思います。 

 ちょっと気になることをお聞きするんです

けれども、食材の安全・安心ということで業

者の決定、単価の決定は、これはどこでだれ

がしておりますか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 人事の件については、

私から答弁をさせていただきます。 

 今、いみじくも上田議員の方からそうした

質問をちょうだいいたしましたが、私自身、

センター職員、センターにといいますか、教

育委員会へ出向さす職員、それはどういいま

すか、立派な職員を出向させていると、この

ように思っております。また、センターの職
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員につきましても、我々一般職員と同じくし

っかりとした職員であると、私はこのように

思っております。そうした偏った見方での人

事はやっておりません。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 食材の納入業者、

また決定者ということでございますが、価格

決定については当然センターの所長でござい

ます。納入業者につきましては、指定業者と

いいますか申請がございまして、それの一覧

の中で品目によって決めていくということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 町長、そらそういうふうに

おっしゃるなら、それでいいですけども、そ

したら調査してもらえますか。例えば、所

長、朝出てきて晩帰るまでの一日何をしたか

というの。週刊誌読んでまっせ、勤務時間中

に。ほとんど仕事ないん違います。あります

か。恐らく半分の時間があったらできるん違

いますか、あれぐらいの仕事やったら。だか

ら、全部一遍出してみてください、それやっ

たら、今度委員会に出してください。そら違

います。 

 今、食の購入は所長が単価決めると、納入

業者もということなんですけれども、米とか

ああいうパン、あれは何で地元の人の入札が

できないんかな。 

 何か私の聞くところによると、文科省の外

郭団体がそういうなんを一括してやると。そ

れに従わんと、今度給食センターに対する建

設の補助とか、そういうときにちょっとさじ

かげんがあるから、やっぱり聞いとかないか

んのやという話があるんですけど、それはな

いですか。どこの、例えば米なら米で太子町

の米全部使おうと、パンはどこのパンを使お

うと、それは全く太子町の自由な裁量でやっ

ていいもんなのか、その辺を再度確認してお

きます。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今、パンなんかをど

っかと癒着して決められとるんじゃないかと

いう、ちょっと表現悪いんですけど、そうじ

ゃありません。どこの業者のパンを買おうと

決められておりません。 

 それから、牛乳とかにつきましては、例の

雪印の大きな事件ありましてから、指定業者

というのがありまして、その中から選ぶよう

になっております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、業者云々やなしに、

これはちょっと私情報が古いんか分からへん

けど、たしか昔といいますか以前は学校給食

に使う小麦については、どこのパン屋であろ

うとその指定の小麦を使わないかんというよ

うな、そういうことを私はちょっと知識の中

にあったもんですから、ほんな今はもうなく

なったということですね。それは私の認識違

いです。分かりました。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 失礼します。 

 小麦粉、いわゆる小麦粉は体育協会、そこ

を通して入ってくるということでございまし

て、その加工を業者に頼むと。ですから、今

上田議員が言われたように、パンをどこから

でも買えるというものではございません。材

料の指定というのが、それがあります。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ほんな私の認識がそのとお

りやったと思います。その辺が、やっぱりも

う地方の時代に三位一体どうこうというよう

な話で、国の方もやっぱり少しはその辺をも

う考え直してもらいたいなと。太子町にはも

うつくろうと思えば昔からこの辺は立派な作

物ができておったんです。やっぱり地元で顔

の見える人から食は買うというのがやっぱり

安心・安全な給食を実施する一番もとやと思

いますので、その辺はまだ別のところで論議

したいと思います。 

 最後に、これはちょっと余談なるんですけ

ど、給食センターが大体10億円から11億円ぐ
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らいというのは、今町から出とる資料を見て

みると、それぐらいの建設費になるんですけ

れども、１億円余りが国からの補助金、あと

町の金と、それから町債、借金ですな、７億

円か８億円ぐらい借金してやるということな

んですけれども、今太子町は非常に不景気で

住民も大変なときなんです。十数億円という

と、１世帯大体10万円ですね、負担が。それ

だけの負担で、もしどうでも建てるとおっし

ゃるんなら、私は町債発行してみたらどうか

と思うんです。今やったら多分国債並みでい

きゃ、1.2までぐらいでおさまると思うんで

すけれども、今太子町が借金でやろうとして

おる、その借金の金利は、恐らくそれより高

いんと違いますか、借り入れは。町民に町債

発行して太子町民に買ってもらえば、今普通

預金というか、銀行、金融機関に持っていっ

たらもうほとんどただみたいな金利ですか

ら。町民にもいいし、金利低かったら太子町

もええし、それからそういうことによって町

民の意識が行政に向いてくると、関心が向い

てくると。今やったら、もうほとんど傍聴が

ないけど、そういう町でなくなってくるとい

う非常にいいメリットがあると思うんですけ

れども、この考え方について、ちょっと突然

といやあ突然なんですけれども、しかし今小

さい町が町債をやるというのは、もうかなり

以前からあちこちもう既に実施してやってま

すけれども、恐らく関心はお持ちやと思うん

ですけども、このことについてもし何かコメ

ントがあったら伺いたい。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 今ご提案いただいた

わけですが、給食センターの建てかえという

ことでの一つのお話でございますが、町長の

施政方針で少し申し上げておりますが、建て

かえということを必ずしも確実に決めている

ということではございません。事業手法等も

考慮して検討する必要があるんではないかと

いう考えも持っております。10億円とか11億

円というてひとり歩きしておりますが、実際

にどれぐらいかかるか私どももはっきりした

金額は把握いたしておりませんが、約10億円

ぐらいというような感じが今のところ思って

おります。その中で、財源としてのそういう

町債という考え方でございますが、先ほど申

し上げましたように、今まだ事業手法等につ

いても検討段階でございますので、ご提案に

ついてはいろんな考え方があろうかと思いま

すが、今のところそういう検討していること

はございません。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 最後になりますけれども、

今の副町長みたいな答弁でずうっとだまされ

てきたんです。検討しとらへんと、考えとら

へんと言うていつの間にやら、水処理のあれ

14億円使い、あすかホールは初め28億円と言

うて、最後できたん48億円や。みんなだまさ

れてったんや。給食センター考えてないて。

議員の中でそんなこと思うとん一人もおらへ

んで、既成の事実や思うとうで。だって、債

務負担行為やったやないかいな。それはまた

別や言うやろ思うわ。そら分かっとんや。だ

けど、そういうやり方がやっぱりこういう環

境、今問題が起きた、隠ぺいする体質をつく

り上げよんやということを何ぼ言うても分か

らんのや。もっと素直にとんなはれ。 

 それで、いや、もうそれよろしいわ。最後

に言うときますけど、アンケート、全町民に

とってみてほしい、この問題についてどう考

えるか。というのは、いいか悪いかじゃなし

に、給食のあり方、学校給食のあり方、これ

でいいのかどうか。もっと突っ込んで、親の

子供の給食をつくることの放棄、極端に言い

ますと弁当つくるの大変やから給食の方がえ

えんやという、その辺まで突っ込んだアンケ

ート調査、今しかないですよ。もうこういう

事件が起きなんだら、恐らくそんなアンケー

ト調査とったって町民にはぴんとこうへん

し、今やったら物すごい関心がありますか

ら、早急にアンケート調査とって、本当に給

食とはどうするのやという問題について、後

の建設のことについても、そら十分参考にな

ると思いますんで。私はぜひこの際、早急に
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ですよ、しかも、早急にアンケートをとられ

ることを望みますけれども、それについて意

見があればお伺いいたします。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、１つ目です

が、債務負担行為のことおっしゃいましたけ

ど、それは委託についての債務負担行為でご

ざいますので、建設に当たっての債務負担行

為ということではございませんので、その辺

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、先ほど申し上げましたように、

建てかえも検討あるいはいろいろご意見をい

ただいておりますので、事業手法といいます

のは、例えばそういった多額の投資をするよ

りは委託にするんであれば、今の現在の建物

についてある程度の投資をして、それでも委

託を十分受けていただけるんであれば、いわ

ゆる耐震等も含めて衛生管理が十分できるん

であれば、そういったことも可能ではないか

ということで先ほど来から事業手法等という

ことを申し上げております。したがいまし

て、今のところご提案いただいたアンケート

については、現在そういった考えについては

持っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 終わります。 

○議長（北川嘉明） うそ、うそ、うそ、え

えの。終わってええんですか、もう。 

○上田富夫議員 時間ある。ごめんなさい。

はい、はい。 

 ちょっと中身変えたもんやから、済みませ

ん、質問の、何分ぐらいあるんですかね。 

（「16分」の声あり） 

 16分。 

 それでは、安全・安心で暮らせる町につい

て、年収300万円以下で生活する人々の暮ら

しの実情とセーフティーネットの具体的な構

築について町の対策は経済から教育、福祉

と、少し、このことについては答弁が幅広く

なると思いますんですけれども、それで結構

ですけれども、まずは年収300万円で暮らす

ことがどういうことかということを理解をさ

れておりますかね。 

 といいますのは、太子町の資料で年収

300万円以下というのは給与所得者の66％で

す。ということは、３分の２が太子町の場合

は年収が300万円以下ということです。共稼

ぎの場合は若干それにプラスになるわけです

けれども、例えば親子２人、それで子供がお

ると、稼ぎも出られないという場合には親子

３人が月300万円ということで暮らさなけれ

ばならないんです。そうすると、手取りが約

16万円か17万円ぐらい。そん中から家賃や食

事代とかあるいは車代、光熱費、水道、衣

服、そういうものを賄っていくわけですけれ

ども、昨今税を含めて食料や医療あるいは教

育、年金すべてが値上がりをしております。

そこへ太子町は本年から水道料金を約34％の

値上げをするということで、一般家庭にざっ

くりですけれども１万円以上、年間の値上げ

になるわけです。 

 そういうことから言いまして、一応300万

円の生活というのが、例えば役場の職員の中

で、パートの人とかそういうのは別ですよ、

正規の職員の方で300万円以下の人は私はい

らっしゃらないと思うんですけれども、一体

平均給与が役場の職員は何ぼなんですかな。

ほいで、その中で300万円の暮らしの人をど

う考えるか。自分らがこんなとこで給料もろ

て生活しとったら、こんな人のこと分からん

のです。ほんまに分かっとってんかなという

とこをお伺いしたいんですけども、いかがで

すか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 役場の職員の１

人当たりの平均給与ということでございます

が、これは予算書の中の給与明細の中に平均

的な給与額が書かれております。平均年齢と

いたしましては43歳、一般行政職ですが

43歳、平均給与額で申しますと38万6,460円

ということでございますので、したがいまし

て上田議員のおっしゃるとおり300万円以

上、平均的には300万円以上の方であるとい
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うことでございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 そんなわけの分からんよう

な答弁繰り返しとったらあかんで。だれもそ

んな月給のこと聞いとらへんがな。年収何ぼ

やというて聞いとんや。賞与も含めてや、年

収というたら。何言うとんや、この300万円

やったって月給違うよ、これ。月給25万円や

から300万円言よんと違うよ。これボーナス

含めて300万円。いやあ、課税すんの、ほん

なら何か、ボーナス外して課税してくれるん

か。違うだろうが。だから、平均聞かれて

300万円以下の人はおらんの分かっとるやな

いか。役場の職員でおらへんだろう。もっと

もっと上や。500万円、600万円、1,000万円

やないか、人件費。給与やったら違うで、人

件費、今度人件費という置きかえ方したら、

1,000万円近うなるやないかいな。 

 それで、私がなぜこんなこと言うかという

と、水道上げるわ、国保上げるわ。金がなく

てやむを得んと上げるんなら、そらしゃあな

い。だけど違うでしょう。あっこの水処理、

あれ１件、前言うたように10万円でっせ、あ

れ。ほいで、水の、言うときますけども、高

度処理した水やというて自慢げに言うけど

も、95％はふろとかトイレとか洗濯でっせ。

飲み水というたら５％ぐらいでっしゃないか

い。そんなもんのために14億円もかけて、何

で洗濯やふろ場や水洗トイレにあんな金かけ

ないかんねん。そら金のあり余った町ならい

いですよ。 

 だから、ここらで一遍もう箱物については

ちょっと立ちどまって、一遍みんなでよく考

えろうと、太子町は、そういう姿勢どないで

すか、ちょっと立ちどまって皆で考えろうや

ないかと。だめですか、そういう考え方。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、上田議員、先ほ

ど来いろいろとおっしゃっておりますが、こ

の一般質問は一応私は通告制ということでと

らまえております。そうした中で、この質問

に答えられないかどうか、やはり資料関係も

ございます。そうした点、十分今後はよろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、水道、またどういいますか、施

設関係、私は今ハード面、箱物はほとんどと

言っていいほどやっておりません。いみじく

も今おっしゃいました水処理、それはふろと

か洗濯とか、そうした使用水量が多いと。し

かし、今の現状でどこの家庭でこれは、どう

いいますか、ふろとかそういうものに使う

水、飲料水だけを別に配管して使われる家

庭、そうした家庭、私は聞いたことはござい

ません。 

 そうした中で、あの高度浄水処理施設にい

たしましても、いつも申し上げております

が、クリプトスポリジウムの指標菌という菌

があの老原水源には出ておりました関係上、

これは対策を打っておかないと、クリプトス

ポリジウムが一つの菌でも出ますとすべての

水をとめなければいけないというところで対

策を講じさせていただきました。議員さんの

方ではそうした見方もございましょう。しか

し、もし手だてが遅れてそうした菌が発生し

た場合、やはりこれは行政の執行責任という

ことになってこようと、このように思うとこ

ろでございます。そうした対策はやはり講じ

ないといけないものは講じていかなければい

けないと、私はこのように思っております。

余分な工事をしたということは全くございま

せん。 

 以上です。 

（「何ぼ」「10分」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 今、通告してねえやないか

というような話ですけども、いや、役場の職

員の給与が何ぼやっちゅうようなもん、そん

なもん通告せなんだら分からんちゅうよう

な、そないな、ええ、僕はそんなことは常識

や思うとうけども、そんなことも分からん

と、それおかしいんやないですか、そんなも

ん通告するとかせんとかの問題と違うでしょ

う。たまたまちょっと出ただけであって、そ

れをそんなもん通告せえへんとかなんとか言
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うのは、そらもうおかしいでっせ。 

 それと、何も私は水処理のクリプト対策が

不要やとは言うてないんです。しかし、ある

町民から集まった税金の中で一番有効に使う

と、本当に水に困っとんのかというのと、生

活に困っとるのかと、どちらを選択するか、

それを提言していくのが議員でっしゃないか

い。だから、僕はあんな水処理に１世帯十数

万円の金をかけるよりも、極端な話、１万円

ずつの浄水器を蛇口につけりゃあ全部配った

って１億円余りで済むわけなんやから、そう

いう見方もあるということを言うとんです。

ほんなら、14億円かけるより１億4,000万円

で済んだら10億円余り余りまっしゃない。だ

から、そういう議論もあるということを言う

とんです。だから、一遍立ちどまって給食セ

ンターとかいろんなことについてはみんな寄

って、いい町にするために考えましょうと、

そういう考えはありますかどうですかという

ことをお聞きしとんであって、私は通告にそ

んなに大きく外れているとは思っておりませ

ん。 

 次行きます。３番目、西田政年の本につい

て、「裁判員に選ばれるあなたへ」という本

が売られております。私は初めちょっと聞い

たときに、この本が、こんなん売れるかなと

いう感覚があったんですけれども、後で町内

とか町外の本屋さんへ行って聞いてみます

と、何か１版売り切れで２版も大方売り切れ

たと、３版刷ろうか思いよんやというよう

な、そんな話を聞きましたので、かなりの部

数が販売されたように思います。ということ

は、お金を出して本屋さんで買っていくんで

すから、私はそれは読まれていると、そうい

うふうに思いますと、その中身についてちょ

っと無視できない内容があるわけなんです。

そこで町長にお尋ねいたしますけれども、町

長はまずはあの本を読まれたか読まれてない

か、あるいは内容についてだれかから聞いた

り説明を受けたりというような知り得た状態

にあったかどうか、その辺についてお尋ねい

たします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 本が発行されておると

いうのは承知いたしております。しかしなが

ら、それを私自身購入して内容がどうである

か、こうであるかというようなことは全く考

えておりません。そうした中で、先ほども言

われておりますように、何部販売されたと

か、そういうのも全く承知してないところで

ございます。内容についてもどういう内容で

あるかということは私は存じ上げてはおりま

せん。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 そしたら、これ本の宣伝に

なったらいけませんので言いませんけれど

も、ただ町長、これ太子の町民がかなりの方

が読んでおられるんで、私は町長というのは

太子の顔ですわね。その顔に泥を塗られたよ

うな、そんな感じがするわけなんです。です

から、町長のプライベートでなしに公人とし

て抗議をされるべきやと思うわけなんです。

例えば、こういうことを書いてあるんです。 

 例えば、首藤さん、何したんやというて聞

いてます。そうすると、いや、わしもあほや

ったで、100万円ほど業者から受け取ってし

まったんですよと、３年ほど前の話を打ち明

けたと、こんな話がいっぱい出てくるわけな

んです。これ町長、黙っとったらあきまへん

で。絶対断固告訴して闘うべきと違います

か、いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） いろいろなことが書か

れておるということは聞いておりますが、

一々私はそうした個人的に出されておる書物

について関知する気は毛頭ございません。ま

た、そうしたことでいつも私ども言われるの

は、公人であるか私人であるか、これは皆さ

ん方の考え方でございまして、本当に難しい

とこであろうと。逆に訴訟を受けたときは個

人的に受けておるから自分で対応しないとい

けない、もしそれが公人として受けておるん

であれば、またこれは公人とした対応の仕方
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があるということも言えますので、そこらは

私自身判断をしたいと思います。そしてま

た、こうした件、私もご承知のとおり３年前

ですか、リコール等々の洗礼も受けたところ

でございますが、そうした中で裁判、司法の

方でしっかりと結論が出てるというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 やっぱり太子町、私はやっ

ぱり住んでよかったとか住みたい町とかとい

うことをよくおっしゃるんですけれど、当局

は。そうやなしに、太子町民だという誇りを

持てる、そういう町になりたいと思っとんで

す。少々貧しくてもええし、少々不自由でも

ええんです。しかし、太子町におると、住ん

でおるということが日本全国どこへ行って

も、あなたどこですかというたら太子町です

という胸を張って誇りを持っていけるよう

な、そういう町にしたいから言っておるんで

す。ですから、これはこんな本がほんな揖龍

全部で読まれておるように感じるわけなんで

す。もしあなた、町長がこれで何の抗議もア

クションも起こさなんだら認めたことになる

んです。それと何言うとんや、太子町はこん

なとこかということにもなりますんで、ぜひ

英断を持って町長はこういう不当なとおっし

ゃるんなら、こういうことについて断固とし

て闘っていくというまずは姿勢を示していた

だきたいというのが私の思いでございます。

でも、答えてもらえそうでないので、この辺

で質問終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（北川嘉明） 以上で12番上田富夫議

員の一般質問は終わりました。 

 次、４番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 ４番上山隆弘、通告の順に

従いまして一般質問を行います。 

 きょうの質問は私の所属の委員会の内容で

もありますので、大きくはまた委員会の方で

取り扱わせていただきたいなとは思います

が、全体にかかわる大きな問題ととらえてお

りますので、よろしくお答えの方お願いした

いなというふうに思います。 

 また、逮捕のコメントが副町長のコメント

で出ておりましたが、住民の皆様に謝りたい

と、そういったことも踏まえて質問を後にさ

せていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

 過去からも、先ほど２人の議員が質問しま

したように、いろんな問題を私自身も聞いて

きたことがございました。しかし、それは確

かな情報であるのかどうかという確認が私自

身はできませんでしたので、今回この件が起

こりまして私はさまざまな方から直接お話を

伺ってまいりました。根拠のある中身でもっ

て質問をさせていただきますので、お答えを

よろしくお願いしたいと思います。 

 それではまず、学校給食センターの洗米機

洗剤混入事件について、大きく４つに分けて

おりますが、一通りお答えをいただきたいと

思います。 

 まず、事件までの給食センターの日常の管

理について問題がなかったか、反省点はない

のか、全般について考えをお答えください。 

 ２、なぜこういったことが起きたと考えら

れるか、どうとらえておるのかお答えいただ

きたいと思います。 

 原因を過去からの事件などからも推測でき

るところなどはないのか、委員会でも２人の

議員も質問しておりましたが、過去の事件の

状況について、若干の説明をいただいており

ます。その内容などから推測できるところは

なかったんでしょうか。 

 特に、現場事情について問題点はなかった

のか。これはその報告においても、先ほどの

議員もありましたが、警察に通報しているも

のとしていないものがある、その判断はどう

あったのかということも思うわけですが、そ

のあたりもお答えいただきたいと思います。 

 ３、事件後の対応について、先ほども質問

がありましたが、なぜ遅れたのか、判断につ

いてどうとらえているのかを、先ほどもお答

えをお聞きしておりますが、簡単にお答えく
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ださい。 

 安心・安全な給食のための取り組みについ

て、今回の対応は的確であったと考えている

かお答えください。 

 報告と連絡の悪さについては指摘が多々方

面からあると思いますが、危機管理につい

て、予想できなかったのか、先ほどから言っ

ております過去にあった事件などから当然対

応が必定ではなかったのか、そのあたりをど

う今考えておるのかお答えいただきたいと思

います。 

 肝心な保護者や子供たちに対する対応に誤

りはなかったか。 

 ４、今後の取り組みについて、民営化への

方向で進行中であるが、責任問題についてど

う対処していくのか、今後の取り組みと今回

からの新たな取り組みなどどのように考えて

おるのか。 

 続いて、太子町が実現したい学校給食とは

どのようなものなのか見解を求め、また今後

の信頼回復に当たってはどう対応していくの

か質問いたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをいたしま

す。 

 事件までの給食センターの日常の管理につ

いての問題点あるいは反省点といたしまして

は、施設管理面においては警備システムの不

備、またセンター内の食品庫等の出入り口に

かぎがないといったような問題点、また調理

業務を行うのに当たっては洗剤等の保管のあ

り方、出入り口、シャッター等の施錠の確認

方法等々、問題点があり、反省点であるた

め、今回21日の再開に当たって安全策として

改善を図ったわけでございます。 

 現場のなぜこういうことが起こったかとい

うことですけども、こういうことは過去の事

案なんかで推測をということでございます

が、これについては私どもも推測ということ

はできなかったということでございます。通

報、いわゆる通知については、ある分、ない

分、現場の所長の判断した部分もございま

す。 

 それと連絡が遅れた理由といたしまして

は、子供への給食提供を優先させた結果であ

り、その採用については危機管理の観点から

深く反省をいたしております。 

 今回の対応の反省点に当たって早急に危機

管理マニュアルを作成して、万全を期したい

と考えております。 

 保護者や子供たちに対する対応につきまし

ては、各小学校、幼稚園のＰＴＡの代表の

方々の説明会とご意見を集約、また保護者に

対しましてはそれぞれご理解をいただくため

のお知らせの配布と各担任からの電話により

ご理解をいただくよう各家庭に連絡をいたし

ております。 

 また、３日間弁当を持ってくる期間中の子

供たちへの配慮についても、校園長会を開催

して徹底を図ってまいりました。 

 今後の取り組み、また新たな取り組みとい

たしましては、基本構想をもとに改築の方向

性を模索し、衛生管理の徹底できる施設の建

設と民間委託により食の安全の確保を図って

まいりたいというふうに考えております。 

 また、太子町が実現したい学校給食とは、

子供たちに安全でおいしい給食、子供たちに

食を大切にする心をはぐくみ、生涯にわたる

健全な食生活の基礎を培う給食であろうと思

っております。 

 今後の信頼回復につきましては、今回の反

省点を一つ一つ改善、解決して、先ほど申し

上げました目標を達成していくことが信頼の

回復につながるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 非常に抽象的で、具体的に

は全然分からないんですけども、私も過去幼

稚園のころから太子町の給食にお世話になっ

てまいりまして、ここまで大きく育つことが

できました。今回、お母様方に、ＰＴＡの

方々にもお話を聞くと、まだよくその事実の

関係の状況を理解してない方もおられるんで

す、実際。とある親の方は洗剤が入った御飯
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をうちの子は食べてきたんやと思とったと言

われる方もおりますれば、その実際の動きが

どのように対応をとられているのかも分から

ないし、実際その流れ、全然把握されておら

れない連絡体系でもあったと思うんです。そ

れには、やはりお母様方の意見としまして

は、安心・安全な給食で学校の給食というの

は当たり前に安心だと思ってたと。まして、

自校方式ではなく集中的に大きな組織でして

おるので、より管理体制もしっかりしてて安

心な給食を食べれてたんだと。また子供たち

の中には違う意見として、給食を食べれるか

らこそ親としても安心をした、それは親とし

ての責任という問題については少しは触れま

せんが、給食を食べれるから安心してたとい

う人もおられると。 

 連絡体系においても、非常にこれ問題があ

ったというふうにとらえてるんですが、実際

その連絡、学校の先生から全部回していただ

いたという説明でしたが、実際にはとある学

校は役員からの連絡体系で回っております。

私が確認した限りでは、とある学校は学級役

員から連絡があったと。２月15日の金曜日、

18時です。そのあたりが本当に徹底できてた

んですか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今、一番最後で質問

されました件、とある学校というておっしゃ

いましたんですけど、そういう報告は聞いて

おりません。私は連絡体制としては、そうい

う連絡網を使わずに、申しわけないけど担任

が一人ひとり家庭の親御さんに、保護者に連

絡をしてほしい、もしそのとき子供だけだっ

たら、今度お母さん、お父さんが帰ってこら

れる時間にもう一度かけ直してもらいたい

と、こういうふうに体制は組みました。です

から、連絡網を使ったというのは、それはま

た確認して指導していきたいと、そんなふう

に思います。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 実際、組んでもできてなか

ったら、それはできたことにはならないわけ

ですから、よろしく確認もしていただきたい

と思うんですが、それまでにも13日に起こっ

たことが14、15と、子供も含めて学校の先生

も給食を食べておるわけです。そして、どこ

かの学校ではカレーが出てるところもありま

す。 

 結局、教育長はふだんから指示をすること

として、学校の安心・安全については指導す

る立場であるわけです。ところが、逆の立場

で起こった横のつながりの面での給食センタ

ーに起こった事件においての管理対応は示さ

なくてはいけない場面である教育委員会が示

せなかったと、先生とか子供たち何も知らな

くて給食食べて帰って、それ後で聞いてどう

思われるでしょうか。供給が先に立つという

のは、給食センターにも私伺いまして、給食

をつくっておられる方々を見まして話を聞き

まして、もう信じられないことが起きたと、

私は情けないと、こういったことは本当に子

供たちに申しわけない、何としても供給をし

てあげたい、お父さん、お母さんが困る、そ

ういった意見も聞いておりますので、給食セ

ンターの現場として給食を提供しなくちゃい

けないっていう思いに至るということは分か

らなくはないです。しかし、現場での対応と

しては、それはだれが聞いても停止すべきじ

ゃないんでしょうか。その誤りは、最初から

もう弁明の余地がないと教育長もおっしゃっ

ておりますが、その反面、教育委員会として

学校にした対応について教育長、どう思って

おられますか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 学校への対応はどう

いうふうにしてやったか、どういうふうに思

うかということなんですけど、ここまで何度

か校園長会あるいは臨時の教育委員会を開き

対応策を考え、そして指示をしてまいりまし

た。その指示の不徹底な面が今さっきのよう

な形で出てることについては、どう思われる

かということなんですけど、これはやはりも

う一段と危機管理意識を指導せなきゃならん

と思います。それも、きょうも12時半から臨
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時の校園長会持っとんですけど、その場で再

度厳しく徹底すると同時に確認もしていきた

いと、そんなふうに思います。 

○議長（北川嘉明） もう少し続きますか。

給食センターまで行ってまいましょか。 

○上山隆弘議員 じゃ、休憩。 

○議長（北川嘉明） ええですか。 

○上山隆弘議員 はい。 

○議長（北川嘉明） ただいま上山議員の質

問中でありますが、この際暫時休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午後０時00分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 そうなんです。教育長、先

ほど言った件、知らされてなかった、役員が

回ったというのも、その日参観日があったん

ですね。 

（教育長圓尾哲一「そうです」の声あ

り） 

 ほんで、懇談会もしてるんです。先生、教

育長、もともと現場におられたわけです。そ

の中のすばらしい校長先生がすばらしい教育

長としてうちの町の教育長としておられると

思っておりたいなと思っておるわけですが、

やはり学校の現場で教育長、給食を食べると

きに何もないと思って食べられますよね。ご

自分が校長をされておったとき、現場におら

れたときっていうのは、給食は当然安全・安

心なものだと食べておられたに違いないと思

うんです。学校の先生も今それに対してはど

うしようもできない、もう信じて食べるしか

ないわけです。その現場で13日に起こったこ

とが15日の金曜日に報告があって、懇談があ

る参観日があるといったばたばたしたときに

言われたら、現場におられたらどう思われま

すか、教育長。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 確かにその日は、質

問の初めから答えますと、東中は３年生だけ

懇談会が持たれておりました。そのとおりで

す。そういう面で、今上山議員がおっしゃっ

たその連絡のミステイクがあったのは３年生

です。それも確認できました。それで、給食

をどんなふうな気持ちで食べてたかというこ

とは、もう安心・安全だと。ただ、校長は検

食というのがあって、20分前に生徒より先に

食べます。それは、もし何か腐ったもんが入

ってるとか、いろんなことがあるかも分から

んという前提のもとに、それは義務づけられ

ております。きっちり20分前か10分前か、そ

こらはずれとる可能性があるんですけど、そ

ういう気持ちで食べておりました。そういう

どたばたの中で連絡して、そういう連絡漏れ

があったということは、やはり現場を預かる

校長としては、私が責めるわけにいかんと思

います。そういう面では、現場の校長に申し

わけないと思います。校長がどんな気持ちで

おるか言われたら、そうだと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 ですから、そういった面で

は、学校に対しては徹底的な指導というより

も、教育長、まずは謝って、自分の反省すべ

きところを反省していただきたいなと改めて

思うところでもございます。 

 実際、親御さんにしても、給食会ですとか

給食委員会、そこに参加しておられた方は直

接話を聞いておられますので、ある程度の認

識持っておられるかもしれません。ある程度

の解釈をされたかもしれません。しかしなが

ら、働いておられるお母さん、働いておられ

るお父さん、直接話ができない方々っていう

のはまだまだ事情が分かっておりません。そ

れに対しても、給食会にしても言えないです

よね、実際。あるお母さんは言われました。

本当に不満であるから物を言い出して、子供

が給食を食べないって言い出したら困ると。

食べ物に対して、そういった意味では食物の

教育、そういった部分を含めて、先ほど言い

ました学校の現場におられた方がとった行動

とは思えない、事情の見抜けていない現場の
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状況、現場から離れて少しもう忘れてしまっ

てるんかなと思いますが、いま一度本業をし

っかりとしていただきたいなと思うわけです

が、そのあたりも含めてもう一度答弁いただ

けますか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 私、今さっき校長会

で学校の校長には申しわけなかったとおわび

させてもらいました。それと同時に、そうい

う事情もあったんで、ああいう口頭だけでな

くて文書にしてお渡しすればよかったと反省

しております。申しわけない思うとります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 先ほどからの説明を聞いて

おりましても、給食会であったり、役を持っ

ておられるお母さん方とか、役を持ってる立

場の校長先生あるいは担当の先生あるいは給

食センターの人間は直接話が聞けるわけです

が、実際に聞いておられない方への徹底は説

明をしておらないに等しいと思うんです。と

ある地域の学校では、餃子の問題が起こった

ときに、一斉に調査をした結果を子供たちの

給食はこういう状況でこういうところから仕

入れて、こう買ってこう処理していますよと

いうことを、要するに安心で安全であること

をちゃんとアピールしてるんです。自分たち

だけが知って安心・安全の情報を公開しない

というのは、これも手落ちだと思うんです。

委員会の中ではそういったことも答弁いただ

いております、調査しておるということも聞

いております。しかし、肝心な安心・安全を

何度も何度も訴えるんであれば、それをまず

は保護者であり子供たちに知らせるアピール

をしてこなかったことが問題だと思います

が、今後の対応においてそのあたりはちゃん

と徹底してくださるんでしょうね。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） すべてどういうん

か、文書で、文字で残る形でより徹底してい

きたいと思います。先ほどの連絡について

は、そういうふうに言うたんですけど、やは

り言葉だけというのは形に残りませんので、

大勢の方に平等に等しい条件で、できるだけ

等しい条件で情報が伝わるように細心の配慮

をしていきたいと、そんなふうに思います。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 それは私今回非常に思った

んです。うわさだとか確認ができない事実が

結構あるんだなと。携帯電話も電波が立たな

ければ使い物になりません。議員も職員もや

はり住民の意識に電波を立てる、アンテナを

立てるという行為が大事だなと思っておりま

すので、今後その対応については私しっかり

現場を回って確認していきたいと思っており

ますので、そういったことが必ずできるよう

に願っております。 

 また、これ遅れた原因の一つに、やはりこ

れこういうふうな事件が起きてきてますか

ら、またかと、ある程度内部で起こったこと

だなという予想ができたことがあったんじゃ

ないかなと。先ほど町長は、給食センターの

センター長には立派な職員を配置しておる

と、ただしかし今回の事件の場合は、私は残

念ながら立派な職員であるとは言い切れない

なというふうに理解をしております。なぜな

らば、センター長は、教育次長で前職があら

れたわけです。ふだんからそういったことに

意識を持って、そういったことの事実も平成

12年から起こっているようなこういう事件が

出てて、認識してなかったり、その内容を知

っておらんていうことはまずはないと思いま

す。そして、太子町に住んでおる以上、うわ

さである話がちらほらと耳に入る現場という

ことも理解していっておると思うわけです。

その中でとった対応は、もしかしたら内部犯

行じゃないかという予想があった上での行動

で、これはまずい。民間であれば、こんなこ

とがあればもうすぐにストップです。安心・

安全をかさに着たような対応をするというこ

とは、住民が安心である、安全であると思っ

ておるものの中に対して入っていって、その

かさに着たような対応を今後されるというの

もどうかなと思いますし、この人事の配分に
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ついて、センター長の件、町長どう思われま

すか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） このセンター長の件で

ございますが、今いみじくも議員おっしゃい

ますとおり、前職は教育次長でございます。

教育次長がセンター長に就任するということ

が、それが本当にどのように逆に見られてる

んかと、私はそういうふうに思うところでご

ざいます。前次長がセンター長、私は立派な

人事であると、このように思います。しかし

ながら、行動ですね、それがいかに的確にそ

のときそのときの事や、また物事に対応でき

るかというのが、これは一番大事なことでは

ないかと、このように思うところでございま

して、彼だからその職がどうかというような

ことは、私はいかがなものかと、このように

思います。人事的には私は先ほど来申し上げ

ておりますように、どうというようなはござ

いませんし、人物的にも立派な人物であると

いうことは思っております。しかしながら、

もう人事っていいますのは適材適所、できる

だけ努めていきたいと、このように思うとこ

ろでございますが、給食センターにいたしま

しても現業職員、調理職員ですね、配置がえ

する場所が限られてきております。そうした

中での対応、そうしたことは十分今後も見据

えながら対応していきたいなと、このように

思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 もう今年も、私の父親とち

ょうどセンター長は同級生であります。た

だ、自分が前任しておった職よりも極端に言

うと下の位置についてどういうふうな感覚で

仕事をされておって、今まで給食センターと

いうものをどう考えておったのかなというふ

うな疑問が浮かんでしまいます。そういった

部分は検討していただきたいなということを

思います。 

 それと、やはりパート、数が多いというこ

とで、雇っておる以上は一つ一つの作業はパ

ートの人間が責任を持ってこなさなくてはい

けない、担当の職員がそれを責任を持ってこ

なすことができない現場体系にあったこと

は、これは現場の人間も理解しておるように

私は聞きました。要するに、学校給食法では

フィフティー・フィフティーのパートと正規

の職員という形であってこそ維持管理、指

導、そしてそういった衛生管理において徹底

ができた部分もあったかもしれませんが、こ

ういうパートが多い状況では、こういう事件

はもしかしたら起こってしまったのかもしれ

ない。起こるべくして起こったのかもしれな

い。管理ができなかった状況を放置していた

のではないかという視点もあるわけですが、

そのあたりは給食の、太子町が当たっていっ

たこの形というのをどのようにとらえておら

れますか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今の件につきまして

は、僕はパートさんは今回の件で立派な方ば

かりだと思います。ほとんどが給食一生懸

命、ほとんど言うたらいかんね、全員が一生

懸命されとって、パートさんには全く責任は

ありません。 

 それから、次長の件で、僕ええ格好するわ

けやないんやけど、私がもっと組織をしっか

り掌握しとったら、次長の、たとえ僕が東京

へ行ってていなくても、次長の判断はもっと

的確にできたんやないかと思います。そうい

う面で、やはり今回の件は本当に申しわけな

い思います。ええ格好してるわけやないんで

すけど、心からそんなふうに思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 しかし、過去からこの事

件、事故等があったということは、兆しがあ

ったということはもうある程度はっきりして

ると思うんです。ですから、これはまた委員

会の中で質問をさせていただいて、具体的に

は詰めさせていただきたいなと。これは、今

後の給食のためでもありますし。ただ、民間

の委託に持っていくまでの間、とにかく何と
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か終わらせればいいというような考えはない

ですね。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） それは当然ありませ

ん。私を含めて一人ひとりの自覚を高めてい

くことが今求められてると、そんなふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 逆に、ではそういった意味

では給食センターの環境、民間委託にするこ

とによって作業の部分を業者に任せることに

よって、住民の方の中にはそうすることによ

って給食がどうなっていくんだということは

まだ聞いてない、理解してないと。民間委託

は聞いたけども、どうなっていくんか分から

ない、もしかしたら中学校の給食はなくなる

ん違うんかと言われる方もおりました。これ

もまた、それだけ伝えなくちゃいけないこと

が教育委員会は伝えられてないんです。それ

をきっちりと理解していただいて、役を持っ

ておられる方ですとか、そういった学校に任

せるとかという横着をせずに、ちゃんと向き

合えるような体制をとっていただきたいなと

思います。 

 そしてもう一点、一番気になるのは、民間

委託になった中での管理体制、そこに持って

いくまでの今マニュアルをつくっておられる

とおっしゃってましたが、確かにこんなこと

予想できることではないですから、マニュア

ルがないなっていうのもある程度理解しない

わけではないです。しかし、その連絡におい

ては、学校においての対応においては、教育

長、学校に指示をするわけですから、その辺

具体的にどう対策をとられるのか説明をいた

だけませんか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） おっしゃるとおり、

学校には当然連絡体制はとります。それか

ら、今度委託する業者に私と次長が出向い

て、直接時間をかけて、こういう体制で臨ん

でほしいということを申します。それは確実

に文書やなくて出向いて申します。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 最後に、教育長は教師時代

に野球部も指導し、自分から走り回って指導

する立派な先生であったという声も聞いてお

ります。教育長として、しっかり走り回って

立派な教育長で最後頑張っていただきたいな

と思いますし、町長、やはり私はその人事と

いう部分だけではなく、それを見過ごしてき

た町の責任というのは、給食に対する政策と

して問題があったのではないかなと思います

が、町長、最後にいかがですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） こうした事案がたびた

びあっては困ることでございますが、しかし

私も太子町の最高トップでございます。そう

した面、十分に教育委員会とも連携を図りな

がら対応をしていきたいなと、このように思

いますが、しかし反面、そうした委託問題

等々につきましても、我々は一般行政、そし

て教育部門、その形態の違いというのもこれ

は一つのどういいますか、お互いが理解し合

う道でもあるんではないかと、このように思

います。今回の件に関しましても、私も教育

委員会の方に足を運ばせていただいて、教育

委員さんともお話をさせていただいたところ

でございます。十分に連携を図りながら、太

子町全体として取り組みをさせていただきた

いと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 しっかり人事の配置にして

も、そのあたりそこで教育委員会の人間とし

て対応していかなくてはいけないわけですか

ら、いい対応を願いたいなと思いますし、先

ほど申しました教育長、教育委員会に申しま

した安心・安全ということの信頼をかち取る

ためには、走り回ってちゃんと説明をしてい

ただかないと困ります。現段階でもまだ不

安、不満に思ってる、安心・安全ではない、

不信です、危険ですと思っておられるご父兄
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の方もおられます。子供には直接言えないと

いう親もいます。ですから、ちゃんと大丈夫

なんだという保証を示していただきたい。一

つには、きょう逮捕ということで犯人が分か

った、はっきりしたということはあります。

しかし、その対応、今回井川議員も質問して

おりましたが、20日に配りました資料ではど

うなのかなっていうふうな声も出ておりま

す。御飯への対応も聞いております。委員会

でさせていただきますが、しっかりと取り組

むことの約束を再度お願いをしてこの質問を

終わりたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今の上山議員の最後

の質問については、しっかりと受けとめて対

応していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 それじゃ、２番目の町立保

育所の運営についてということでご質問をさ

せていただきます。 

 終戦と同時に戦争がもたらした母子家庭、

また子供等に対する救護政策が必要となり、

児童福祉法が制定されました。 

 太子町においても保育所、各地にあるわけ

ですが、民営化という名のもとに指定管理者

制度ということで園の運営を行ってまいりま

した。そして、片や町立の保育所も、まだ直

接を運営をしておる保育所も存在しておる状

況が太子町の状態でございます。その町立保

育所の運営について、現在太子町が考える保

育政策について問うてまいりたいと思うわけ

ですが、きょう提出しておりますとおり読み

上げます。 

 太子町としての考え方と取り組み方につい

て具体的な考えの説明を求め、現状の課題と

対策について説明を求めます。 

 保育が必要な家庭環境への対応と子育て環

境についてどう考えているのか。また、近隣

の状況からの対応と課題についての説明を求

めます。 

 ２、指定管理者の保育所と町運営の保育所

について、スタート時から今日までの経過か

ら課題を含めて今後の対応について質問いた

します。 

 実態の把握についてはどのように行い、ど

う把握しているのか。また、それらから今後

の取り組みについてどう考えているのか。 

 保育士への指導について、完全町運営と指

定管理者の違いはないか。また、その内容に

ついてどう対応をしてるのか、今後どうする

のか。 

 町営との違いがあるのか。あるならば、運

営方法としてどう解釈しているのか。違いを

認め各園の個性として進めていくのか均一化

を図るのか、今後のさまざまな内容について

の考えの説明を求めます。 

 ３、今後の取り組みについて、子育て環境

について問う。 

 現状の問題点と理想とする保育行政とその

課題について町の考えを問う。また、実現に

向けての取り組みについての計画の説明を求

めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） お答えをいた

します。 

 まず第１点目でございますが、太子町が考

える保育政策についてのことで、考え方と取

り組みの方法にお尋ねがございました。考え

方といたしましては、やはりこれは児童福祉

法の規定に基づきまして、保育の基本といい

ますか、その基本方針にのっとり取り組んで

おるということでございます。ご承知のとお

りでございますが、繰り返すようでございま

すが、保護者の労働とか病気とか家族の介護

といったような理由によりまして、児童の保

育に欠ける場合にその児童を保育をするとい

うことに尽きるわけでございます。これが基

本方針ということでございますので、これに

基づき取り組んでまいっておりますし、今後

もこう取り組んでいくということでございま

す。 

 それから、現状の課題、それの対応策とい

うお尋ねでございますけれども、現状の課題
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といたしましては、本町だけではないと思い

ます。これは全国的な傾向と申しますか課題

といったことで上がっておりますが、どうも

子供たちが家庭や地域において人とのかかわ

りの経験が少なくなってきておるといったこ

と、また生活のリズムが乱れておるといった

ことでの子供を取り巻く環境が変わってきて

おると。社会の進展といいますか、そういっ

た社会の状況とも関連するんですが、そうい

ったことで子供の生活環境が変わっておると

いうことでございまして、また一方、保護者

の方も子育てについての孤立化っていいます

か、なかなか昔のようなネットワークといっ

たものがない現状。また、子育て、子供その

ものに関する理解の不足といったような傾向

が見受けられまして、非常に不安や悩みを抱

える親御さん、保護者の方が増加をしてきて

おるといったことで、これは日本の全体の傾

向であろうと思います。 

 本町もそういったところでの課題がござい

まして、それについてどういうふうに対応し

ていくかということでございますけれども、

なかなか保育所の職員が親御さんとのかかわ

りの中でやはり気安く悩みが打ち明けられ、

またそれについてお話が十分にできるという

時間が欲しいわけでございますので、そうい

う保護者の方から気楽に話しかけられる環境

づくりといいますか雰囲気づくりというのが

保育所の方に今求められておるんではないか

なということで、保育所の方でもそういった

ことに配慮をして取り組んでいただいておる

ということでございます。 

 ほっから、指定管理者のお尋ねでございま

したんですが、この実態の把握についてでご

ざいます。これも指定管理者、一昨年からの

開始でございますけれども、正式な書面とい

たしましては当然、年度終了後、事業終了

後、報告書といったような形では出てまいり

ますが、それまでの間、指定管理者の方と、

また園の職員と、それから保護者の代表の方

と、また役場、社会福祉課の職員の方での俗

に言う４者によります石海保育園運営協議会

というのも組織化しておりまして、それらの

中で４者におきますところの意見交換、情報

交換といったことを行っておりまして、これ

まで私が聞いておりますのは、まずそういっ

た意見交換会を何回も通しまして保護者から

の評価、信頼もかなり高くいただいておると

いうふうに理解をしておるところでございま

す。また、日常的には保育所の方から、保育

園の方から町の方へ要望等が頻繁にといいま

すか、かなりの頻度でもって行き来をしてお

りますので、必要に応じて一つ一つ善処して

おるといったような状況でございます。 

 ほっから、保育士への指導というところで

ございますが、完全町営運営と指定管理者と

の間の差はあるのかどうかということでござ

いますが、この保育士の仕事といいますのが

官民を問わず、これも保育指針の方で示して

おるんですが、その指針の内容に沿ってそれ

ぞれ研修も行われ、またそれぞれの保育士も

自分の任務というのは自覚しておるところで

ございまして、特に差異というのは保育士が

目指す方向についてはないというふうに思い

ますし、したがいまして私立等保育所の職員

に対しまして町の方から直接的に指導をする

といったところはございません。また、町内

の保育所の職員の研修の状況を見ますと、公

立も私立も同様で、一緒になりまして西播磨

地域、また町内４園合同といったような形で

の研修体制がしかれており、またそれを形で

実施をしておるというところでございます。

したがいまして、特に大きな差異はないとい

うふうにご理解をいただいたらというふうに

思います。 

 そっから、同じく町営との違いといいます

か運営方法としての違いということでござい

ますが、これも指定管理者をとった最初のい

きさつといいますか契機となりましたのは、

当然、指定管理者制度の効用といったところ

に重点を置いて適切な民間事業所に管理をゆ

だねるという指定管理者制度の活用そのもの

をこの石海保育園の運営形態をとったいきさ

つがございます。施設管理また保育サービス



－83－ 

の提供等事業全体の責任というのは町にある

わけでございますけれども、運営またカリキ

ュラムの策定、具体の運営でございますね、

これにつきましてはそういった事業者、指定

管理者のノウハウによるところの効率的な運

営といいますか、そういったことでの採用を

させていただいて指定管理者制度の特性を生

かすというところでございます。違いといい

ますとそういったところではないかなあと、

指定管理者制度の特性といったところではな

いかなというに思います。 

 それから、最後の今後の取り組みについ

て、子育て環境についてということでのお尋

ねでございましたが、一番最初に申し上げま

した課題また現状等を踏まえまして、今現

在、国の方でも検討会が設けられておりま

す。ご承知かと思うんですが、保育指針の見

直しにつきまして今、審議をされておるとこ

ろでございまして、その内容を見ますと、保

育の基本というほかにやはり教育機能の充実

というのが課題の大きな柱かなあというふう

に思っております。 

 また、先ほど来、保護者を取り巻く社会環

境の変化といったようなことを申しました

が、やはり子育て支援という役割の一層のニ

ーズといいますか、役割が高まっておるとい

った課題がございます。その辺の検討をされ

ておるようでございますけれども、やはり保

育の特質といいますか、養護と教育の一体と

いう言葉を国が言っておりますけれども、そ

ういった養護と教育が一体となり、また豊か

な人間性を持った子供に育成をするんだとい

う最終目標といいますか目標に向かって私た

ちもこれは保育行政を進めていかなければな

らないというふうに思っておりますし、進め

ていくに当たって保育士の研修といったよう

なことがその裏表に出てくるわけでございま

す。やはり保育士一人ひとりがやりがいを感

じながら働き続けられるというところで、保

育所における質の高い人材の確保というとこ

ろを目指していきたいというふうに思ってお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 トータルして説明をいただ

いたわけですが、先ほど部長おっしゃったよ

うに保育所の保育指針というのが確かに見直

しをかけられております。部長はそれに目を

通されたということでしたが、そこに上がっ

ておる課題というのは、やはり今、国の単位

で見直しをかけられておるところです。しか

しながら、一番身近な地元で動く行政体は、

もう少し早くそういった現実というものに気

づく点が過去からあったのではないかなとい

うふうに思いますが、そのあたりの課題に対

しての政策の出し方というのは国に準じた形

でしか動かないのか、それとも独自で、確か

に今回の予算を見ましても新しいほかの面で

の取り組みをしていこうとしてる姿は見えま

すが、保育所に対してのそういった考え方、

とらまえ方、動き方というのは検討はどのよ

うに進められておられるでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 国の指針を待

ってというんではなく、やはり日々の中でこ

ういった課題点というのが浮き上がってまい

ります。したがいまして、放置をしてるんで

はなしに、それぞれの保育所、保育園におき

ましてもやはりその問題に対して対応をする

と、棚上げにするんではなしに。当然保護者

とのかかわりというのは、単に保育をしてい

ただけで済むという問題ではございませんの

で、当然保護者との協力が要りますし、保護

者とまた保育所の方の目標の方向が違っては

これは何もなりませんので、そういった意味

からも当然同じ方向を向くに当たっての協議

といいますか相談といいますか、それについ

ては放置をしてない、その都度対応しておる

というところでございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 そういう考え方とはまた細

かなとこは私、所管ですのでまた聞いていき

たいんですが、実際じゃあそういったことも

踏まえて理解をして、民営化の方向で今お願
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いをしている指定管理者にお任せをされたん

だというふうには思うわけです。やはり先ほ

どの教育委員会での質問と同じように現場で

の対応であったり、現場の動き方っていうの

には無視はできないところがあると、そうい

ったふうに思うわけですが、その絡み方です

ね、町立と指定管理者との折衝の仕方、かか

わり方、そのあたりに問題を感じてるところ

はないですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 問題というの

は私たち特に感じておりません。石海保育所

にしましても斑鳩保育所にいたしましても、

ほかの安養さん、二葉さんにしましても頻繁

に連絡というんですかとっておりますし、最

近も石海保育所の方と連絡をとり合っていた

というのは私、横でよう見ておりましたの

で、特に差というのはございません。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 保護者は、今たくさん保育

所ある中から選べる体制にあります。保護者

は、やはりちまたのうわさであったり自分が

感じるものでとらえて、いい条件のところを

探していくということになります。そういっ

た中で町立保育所のあり方、私立の保育所に

違いがあっても、それは選択ができるという

ことではある意味よいのかもしれません。伸

び伸びとした保育を求めておられる方、ある

程度の教育が入っていく保育所を求めておら

れる方に選択ができるというのはよいのかも

しれません。 

 ただ、民営化ではあるがそこは町立の保育

所であると考えるわけですが、そこに対して

の町立と名のつく保育所が民営化をされてる

中での指導という部分においては、要望を出

すところはないんでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今、上山議員

さんの要望という言葉を使われたんですけれ

ども……。 

○議長（北川嘉明） いいんですか。いいで

すか。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ちょっと行き

違いが私が受けとったのとあるんかなと思い

ますので。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 要望という言葉が適切かど

うか分かりませんが、指導といった、町立の

保育所としての形にこういうふうにしなさい

という要望を指定管理者の方に出すというこ

とはしてないわけですね。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保育指針にか

かわりますところの根幹にかかわる部分につ

いてはないと思います、当然そういうわきま

えてやられておりますし。ですから、こちら

から勧告的な指導といったことは、私これま

では見てません、聞いておりません。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 勧告とかそういったことで

はなくて、町が直営でしておる場合は主体は

こちらが持たなくてはいけませんので当然現

場任せにされてるのかもしれませんが、こち

らの保育政策としての考え方を、こういうふ

うに運営していきなさいという指導は行って

おられないんですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これも保育指

針ごらんいただいたら出ております。どうい

った保育をしなければならないかということ

が出ておりますので、その大きな指針に沿っ

ての中での運営でございますので、それから

外れておるというようなことがあれば当然指

導が出てくるんですけども、外れておらない

ということでございます。 

（上山隆弘議員「分かりました」の声

あり） 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 ちょっととらえ方が違うの

かもしれませんが、要するに保育指針に沿っ

た形でやっておれば、町はその保育行政に対

しての考え方を示した指導はしないというこ

とですね。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（丸尾 満） 保育の方針に

ついてはそうなんですが、先ほど来も言って

おります課題等が生じてまいります。それに

つきましては当然、指導という言葉が適切か

どうか分かりませんが、やはり一緒になって

協議をするといった場はございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 そういった意味の質問をし

ましたのは、やはり今、のびすく、それから

違う方面での子育て支援っていう形に対して

は力を入れていってるんじゃないかなという

ことを思うわけです。その中で、保育所のあ

り方としてこういう保育所であってほしいと

いう指導というよりも要望に近いんでしょう

か、そういったものを示して、保育所が皆さ

んにとってこういう存在でありたいなという

形を町の位置づけとして位置づけることも必

要ではないかなと思うんですが、そのあたり

はどうお考えでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 言葉といたし

ましては出ておるようでございますが、そう

いうもんを突き詰めて申しますと、保育指針

に出てくる言葉でもって引用をしておるとい

ったことが妥当かなあというふうに思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 それでは、待機児童がゼロ

になったというようなことで報告受けており

ますが、先ほど部長も説明をされました環境

の変化ということをおっしゃっておりました

が、保護者の生活実態も変わってきておる中

で、やはり子供を親が見るのは当然のことで

すし、親が義務を感じてもう少し自分たちで

見る努力をしていかなくてはいけないという

のは個々人が感じるところでもあるとは思い

ますが、町としてそういった受け入れ態勢の

今後、緩和等に関してはどのようにお考えで

すか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 待機児童の解

消ということが本町におきましても大きなこ

れまでの懸案事項でございました。が、一昨

年の石海保育所の開設でもって実質的にそれ

が状況は解消をしておるということでござい

ますが、今後の受け入れのお尋ねやったかと

思います。これにつきましては、やはりそう

いった保育をしなければならないご家庭がそ

のまま待機の状態というのはこれは好ましく

ありませんので、待機児童がゼロというのは

これは当然一番最初に持っていきたいわけで

ございますが、ほかにはいろんな方策といい

ますか、ああいうことも国の方からも出され

ております。 

 本町ではそういったことで、当面、待機児

童といった、要は解消したというふうには思

っておりますけれども、全国的にはなかなか

待機児童の解消というのがゼロにはならない

という前提でもって、各ご家庭でのホームヘ

ルプ的な制度を考えておるとかといったよう

なことを新聞等でも発表されておったように

思います。そういった世の中の流れといいま

すか国としての制度の変更といいますか、そ

ういった点も踏まえましてこの地域に合っ

た、やはり保育の必要な人については保育を

するという基本でもって考えていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 保育指針の中には、保育所

の役割というのは子供の最善の利益を考慮す

るということですよね。そして、入所する子

供の保護者に対する支援、それから地域にお

ける子育て支援など保護者に対する支援等を

行う役割を担っていることを明確化すべきで

あるということが今後求められている課題と

しても上がっております。確かに、保育所が

保育所の運営としてその指針にのっとって各

自その施設長が運営をしていくというのは、

それは理解はしておるところです。しかし、

町もその受け入れ態勢等現場、現状を知る中

での方向性っていうのは政策の中に盛り込ん

でいかなくてはいけないのではないかなとい

うふうに思うところもあるわけです。要する

に、太子町が保育所に対する考え方をもっと
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明確に示し、もっと受け入れ態勢も柔軟化す

ることも必要なのかもしれないという声も私

は聞いております。そういった部分において

の考え方の検討をどう進めておるのかという

のが私は知りたいんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保育指針一辺

倒ではございませんで、最近の特徴といたし

ましても、保育に欠けるご家庭の保育という

本来の目的以外での要望といいますかご希望

をされる向きがございます。少子化の影響で

しょうか、やっぱり同年代の子供同士の触れ

合いの機会が極めて少ないといった社会現象

といいますか、子供さんが多い時代でしたら

保育所へ上がるまでにもご近所での子供同士

の触れ合いの機会があったんですが、そうい

ったことが極めてなくなっている状況から、

子供の発達を考えてやはりそういった多人数

での場へ子供さんをやりたいといったような

ご希望がございます。社会性を身につけると

いったことでの保護者のご意向だろうと思う

んですけども、そういったことでの保育所受

け入れといったようなことがご希望として声

として上がっておりますので、そういったこ

とへの対応というのが今、上山議員言われる

政策の上でどう反映させていくかというとこ

ろで、これも検討をしなければならないなあ

ということは言っておるんですが、まだ大々

的に申し上げるといったところまで至ってな

いというところでございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 保護者に対する支援という

こともあるわけで、保護者一人ひとりの自己

決定を尊重することということも検討の中に

入っておりますし、今後では小学校との関係

ということも課題として上がってきておりま

す。そういったことを考えますと、小学校は

町立でもございますし義務教育でもありま

す。私が前の仕事をしておるときに、小学校

の先生がよく言っておりました。保育所や行

く幼稚園によって子供の質が違うんだと。私

たちは教育現場にいるから分かる、靴の一つ

のそろえ方、食事の一つのとり方を見ても分

かるんだよと。しかし、教育というものを見

直していくには、やはり小さなころから何ら

かの形でかかわっていくことは大切ではない

かということを思い、保育所の現場というの

も教育委員会と一緒になって考えていくこと

も必要ではないかというところまでの私はで

きれば答弁が欲しかったなというふうに思う

わけです。 

 そして、民営化というのは別に私は反対で

はございませんし、そのときも賛成いたしま

した。ただ、保育士に対する指導を特には行

っておらないと先ほど答弁をいただきました

が、やはり保育士に対しても一律の一定感っ

ていうのは町立保育所と名がつくんであれば

必要な部分があるのかなというふうには思う

んですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 形が定まった

といいますか、そういったことでの指導は行

っておらないということでございますけれど

も、やはり保育士の資質といいますか持つべ

きものは非常に子供さんからしますと大きな

存在でございますので、これも研修等で高め

ていっていただかんといかんのですが、あえ

て町の方からこうだといった直接的な指導と

いうのは行っておらないという答弁であった

わけでございます。今、議員ご指摘の範疇に

つきましては、今後よくご意見を承って対応

したいなあというふうに思います。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 少し前は、保育士によって

その保育運営の形が見えると言われたような

時代もございました。やはりその環境の整備

に当たっては、民営化をするのはいろんな意

味でよい部分、悪い部分ということがありま

すし、今後、民営化ということに当たっては

保育所だけではなくてほかのことも今、検討

をしておると理解をしております。 

 民営化に当たる際に、今回の事件もそうで

すが、やはりできるだけの想定と、そして実
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際に利用する方々の気持ちを判断される、選

択されるという部分に入ってくる部分におい

ては特に無駄がないようにしていただきたい

なと思うところがあるわけですが、簡単な言

葉で言ってしまって言葉足らずかもしれませ

んが、そういった取り組みを一つ一つこなし

ていくことが町にとっては経験として大きな

ものになっていくのかなというふうに思って

おります。そういった意味で、今の民営化の

状況をよくとらまえてほかの民営化の形にも

生かしていただきたいなと思うところがござ

いますが、部長、いかがでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） やはりいいと

ころを特化をしたという形でのこのたびの指

定管理者という採用だったと思うんですが、

これにつきましては非常によかったんではな

いかなあというふうに私は思っております。

これまでのところ順調に運営がされておりま

すし、そういった意味では評価をいただいて

おるというふうに思っております。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 それでは最後に、先ほどの

質問も同じでしたが、末端までなかなか行政

の考えというのは行き届きにくい状況がある

ということをやはりご理解いただきまして、

そのアンテナを高く持っていただくような形

で住民が、結局住民ですから、何を望んでお

るのかという部分をできるだけ把握する努力

というのはいろんな面においてしていただき

たいなというのが全体の中の大きな趣旨でご

ざいます。今後、そういった部分も町長もと

らえられまして政策の展開に努めていってい

ただきたいなと思いますが、その辺のあたり

だけ町長に答弁を求めて終わりにしたいと思

います。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） こうした問題、これか

らやはり太子町の行政の中では重要な位置づ

けになるとこのように思っておりますし、そ

うした中で十分にお互いが意思疎通を図りな

がら、また将来の子供たちのために取り組み

をさせていただきたいと、このように思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 よろしくお願いを申し上げ

ておいて監視を続けていきたいなと思います

し、今回の件、再度、町も一緒になって信頼

の回復に努めていただきたいと思います。 

 以上で４番上山隆弘の一般質問を終わりま

す。 

○議長（北川嘉明） 以上で４番上山隆弘議

員の一般質問は終わりました。 

 次、３番中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ３番中島貞次、公明党。通

告に従って質問をいたします。 

 それではまず、質問通告書にありますが、

道路特定財源について質問をさせていただき

ます。 

 歴史を振り返ってみますと、道というのは

大変重要な働きをしてまいりました。中国、

西アジア、東アジアを結ぶシルクロード、こ

れは日本にも非常に大きな文化の影響を、あ

るいは産業の影響を与えたわけです。江戸時

代には五街道、東海道を中心にして東西の京

都、江戸を結ぶ重要な起点、道路としての役

目があったわけで、それが大いに文化を発展

していったわけです。そういう意味で、道

路、道というのは異文化交流の促進であり、

また各種産業の交流、発達に寄与する点が非

常に大きいと思います。 

 そういう意味で今回、特に近年、別の意味

でガソリン代が非常に高くなったということ

からどうなっているんやということで、道路

特定財源の問題とか暫定税率の問題とかいろ

いろ出てきているわけです。ところが、道路

特定財源につきましていろいろ調べていきま

すと、非常にこれは大変重要な問題をはらん

でいるということがいろいろ分かってきまし

た。国会では、ある議員からはそれは当然、

道路特定財源でなしに一般財源化を進めるべ

きだという、そういう意見もあります。しか

し、私自身、もし町会議員でなしに一般町民

であれば、ガソリン代が非常に高くなるとい
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うことは非常に生活が厳しくなるわけですか

ら、それは当然何とかしてガソリン代を減ら

してほしいという切なる願いであったわけで

すが、いざ立場が変わりますと、一個人では

なしに町民全体のことを考えていけばいくほ

ど、この道路特定財源というのは非常に大事

な問題があるなと、そういうに思ってまいり

ました。 

 これは、もし道路特定財源が廃止されるこ

とによりますと、地方自治体の収入、歳入が

大いに不足するわけで、非常に大きな影響が

出てくると考えられております。兵庫県の場

合には、もしその道路特定財源がなくなりま

すと、試算として324億円が減収されると。

うち県の分は215億円で、各市町の分は109億

円も減るというふうに総務省がまとめておら

れます。そういう意味で太子町の場合、道路

特定財源としての歳入というのは、実際幾ら

あったのか。その款項目で言うとどういう款

項目で入ってきているのか、それを１点お伺

いしたいと思います。 

 そして次に、この道路特定財源、ガソリン

税というのは当然、車を運転する人がスタン

ドへ行ってガソリンを入れてそこでお金を払

ってそこで徴収されるということですから、

当然、道路環境整備に限って使用されるもの

と、そういうに理解できます。もしこの道路

特定財源の中止による地方への影響は大き

く、住民にとってもいろんな面で影響は出て

くるわけです。例えば、通学路の歩道整備が

とまってしまうと。今、太子町でも場所によ

っては歩車道が完全に分離されていない場所

が結構あります。道路のそばを子供が通る非

常に危険な箇所も結構存在するわけです。と

か例えば、大きな問題ですけども、ＪＲ網干

駅のあの踏切、開かずの踏切解消などそうい

う渋滞の対策とか、それからあと橋りょう、

橋の耐震補強とか緊急道路確保ができずに困

ってしまうとか。ほんで、地方負担金が確保

できないために幹線道路の整備ができないと

かというふうないろんな住民にとって、住民

生活にとって大きな問題が生じていくわけで

す。ですから、太子町としてもこの道路特定

財源というのは実際有効に使われていたのか

ということやね。 

 ほんで次に、太子町の場合に、現在、町内

で予定されている国あるいは県及び太子町が

建設する道路並びに道路整備の今後の予定あ

るいは計画をいろいろ聞いておるんですが、

一つのまとめとしてお尋ねしたい。というこ

とです。まず、その点よろしくお願いしま

す。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） ガソリン税は、

国の財源となる揮発油税、それと地方の財源

となる地方道路税によって構成されておりま

す。本町に対しましても、地方道路税といっ

たものが地方道路譲与税として配分をされて

おります。18年度決算の数字で申しますと

2,580万5,000円でございます。そして、本町

の道路特定財源収入、これは統計上で言いま

すが、その対象といたしましては款項目で言

いましたら、まず自動車重量譲与税が款で地

方譲与税として、項で自動車重量譲与税、そ

して目で自動車重量譲与税でございます。そ

して、同じく地方譲与税としまして、項で地

方道路譲与税、目で地方道路譲与税。そして

もう一つは、款で自動車取得税交付金、項で

自動車取得税交付金、目で自動車取得税交付

金というこの３つが太子町としての特定財源

として予算措置をされております。仕様につ

きましては、すべてこれ一般財源の中での処

置という形になっております。 

 ちなみに、18年度決算におきましては１億

7,982万7,000円の決算額となっております。

それで、暫定税率カット、これは税率で言う

本則の率でございますが、そうした場合には

１億7,982万7,000円が9,901万2,000円といっ

た額に置きかわられまして、影響額といたし

まして8,081万5,000円といった形での影響が

出ております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、私
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の方からは２番の、これは今後の太子町内の

国・県、町の建設する道路及び道路整備とい

うことでお答えいたします。 

 まず、太子町内におきまして国の事業は当

分の間ないというふうに聞いております。 

 それで、県事業につきましては、社会基盤

整備プログラムによりまして現在実施してお

ります東觜崎網干停車場線、いわゆる沖代の

とこの揖龍南北幹線の沖代工区と吉福グラウ

ンドのところにあります一部の取り合い道

路。それと、今現在、昨年から測量に入って

おります一般国道179号線、俗に言います太

子道路ですか、俗にそういうふうに言われて

おりますけどもその道路と、今後、都市計画

変更をにらみながら太子御津線、俗に言いま

すＪＲをオーバーする道路の工事の計画があ

るといったところがこれからの県事業の予定

でございます。 

 それと、太子町の事業としましては、現在

実施しております揖保線、吉福沖代間の県と

の連携によります道路の事業と、20年度から

実施しようとしております沖代線の歩道整備

の工事、それと先ほど来言ってます太子御津

線の糸井から南へ走る区間のところのあの近

辺の網干線の道路が姫路市の駅前再開発絡み

でどういうふうな動きになるかということ

で、これも県事業になりますか町事業になり

ますかちょっとそこまでは把握しておりませ

んけども、これも近いうちに動くんではない

かというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございました。 

 まず初めに、昨年度１億7,982万円です

か、道路特定財源としてあったわけですが、

これについてすべて道路建設のための使用に

使われたのかどうか、その点だけ確認したい

んですが。道路建設というか、道路整備とか

保全とかそういう意味で使われたのかどう

か、それだけお願いします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 統計上の国に対

する報告の中で道路特定財源収入として３つ

の税を言いましたが、太子町内における予算

措置の中では一般財源化としてすべてに使わ

れてるということで、特に規定して道路だけ

にということではございません。 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○総務部長（佐々木正人） 先ほど全体的に

暫定税率ありの数字の中で申しましたが、本

則の分を引きました影響額、そういったもの

については道路に関しての部分で使用をして

おります。 

○議長（北川嘉明） 挙手、挙手は。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ああ、済いません。この道

路整備というのは、やっぱり今は車社会です

からその中にあって将来にわたって、今、冨

岡部長からも言われましたけれども、太子町

には東西南北にわたって非常に大きな道がそ

れぞれたつの市方面につながると、あるいは

姫路の網干方面につながるという計画がある

わけですけれども、そういう意味で今後の太

子町の発展というのはある意味で道路環境が

整備されることによってある程度予測できる

のではないかと、そういうふうに思っており

ます。そういう意味で、道路特定財源の必要

性について最後、町長にお尋ねしたい。よろ

しくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今、国の方でもいろい

ろとこの問題については議論がなされておる

ところでございますが、やはり今、議員さん

もご指摘いただいておりますように、この

我々太子町におきましても東西軸は案外整備

がなされておるというふうに考えるところで

ございますが、一番弱いのが南北軸。この道

路を私はいつも県の方に出向きましても申し

上げておりますように、そこの太子御津線で

すね、その道路が狭隘なため、我々の町道沖

代線、あの道路に通過車両が集中しまして大

変な我々太子町としては負担を担っておると

いうところでございます。そうした関係上、

やはりもっともっと南北軸はしっかりした道
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路を確保しなければいけないなと。そして、

やはり今おっしゃってます揖龍南北幹線です

ね、あれも山崎の方からずっと続いてきまし

て播磨道から山陽道にも接続がなっておりま

す。そうした流通また交通手段等々が、道路

ネットがつながっていきますと、やはりそう

した地域は社会へ反映するというふうに私も

思っております。 

 そうした中、やはりまだまだ我々地方にお

きましては特定財源が必要であろうと、この

ように考えております。これからも鋭意そう

した面、努力していき、しっかりとした道路

網の確立に努めていきたいと、このように思

っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今後ともよろしくお願いし

ます。 

 次に移りたいと思います。 

 平成21年から順次新しい学習指導要領に移

行していきます。その中で、大ざっぱな質問

ですが、今回新しく改訂される新学習指導要

領についての見解を求めます。 

○議長（北川嘉明） ２番、②も。 

○中島貞次議員 ああ、続けて、済いませ

ん。そして、今回の改訂では、１週間当たり

の授業時間の増加、小・中学校とも大体１コ

マ以上増えます。その分、総合的な学習の時

間が減り、具体的には国語、算数、中学校数

学、理科等が増えてまいります。特に理数系

が時間数が増えている。また、外国語、中学

校においてもコマ数にしても１つぐらいです

か増えていると。以前の前回、大きく学習指

導要領改訂されたときのゆとりの教育を転換

して今、世界的にも日本の学力低下が叫ばれ

ておりますが、その学力低下を防ごうとして

いるように思えます。ほんで、文科省は世界

の中で日本人の学力低下の実態を目の当たり

にして新しい学習指導要領に反映している

と、そういうように思われます。それはある

意味、文科省の、国の教育行政の失敗による

部分が多いと、そういうに思っております。 

 カリキュラムについても、中身を見ますと

伝統を重視したり、あるいは国語、英語では

語彙数、言葉の数を増やしたり、あるいは前

回の学習指導要領では小・中、中高へとゆと

りを目指すことから移ったカリキュラムの内

容が、小学校で今まで教えていたものが中学

校へ移り、中学校で教えていたものが高校へ

移ってしまうというようなことがあったわけ

ですが今度逆戻りをしてしまって、また高校

の一部分が中学３年へ逆戻り、中学１年の一

部分が小学校６年へ逆戻りという、そういう

状態になってしまっているわけです。です

が、これも長い目で見たときに、教育行政、

町とは直接関係ないかもしれませんが、国の

そういう無為無策、文科省の無為無策ではな

いかと、そういうに感じています。 

 次に、そういう意味で学習時間数が若干増

加し、ゆとりの教育を転換することで学力低

下を防ごうとしているように思いますが、そ

の趣旨は何なのかをお尋ねします。 

 次に、今回大きな目玉になっているのは、

小学校５、６年生で英語を必修化していると

いう点にあると思います。週１時間英語必修

ということになるわけですが、私は小学校で

英語教育について別に反対するつもりはあり

ません。大いにしてもらったら結構だと思う

んですが、現行の小学校カリキュラムの中で

英語を週１時間、わずか１時間ではあります

が科目数自体が増えてしまうということで子

供たちに負担にはならないのかと、そういう

心配を逆にします。今、学校では子供たちが

自由に英単語の発音を一生懸命習ったりして

私にも教えてくれてますが、そういう楽しみ

から逆に一つの科目となってしまうと、必修

科目となると勉強科目となって、それがかえ

って子供に負担を与えるのではないかなと、

そういう気もしますが。 

 また、その点、中学校英語とのつながりも

懸念しています。小学校で教えたものをもう

一遍中学校で再履修するというような事態に

ならないのかなと。そういう意味で、小・中

バランスを考えたそういう教育システムを考
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えないと不都合が出るんではないかなと思っ

ております。 

 そして、現行の教員免許では、小学校の先

生の免許というのは当然、教育実習あるいは

教育内容において英語に関しては入っており

ません。そういう意味で、指導方法あるいは

指導教官については一体どういう方向性で考

えているのかと。私の知り合いで東京都に職

員、教員として勤めておられる方が小学校に

おるんですけれども、その方は美術大学を出

られて教員免許を取られて、そいで小学校で

そういう図工専門の専科の先生として働いて

おられるというふうなこともお聞きしまし

た。そういう意味で、英語の先生というのは

特にそういうふうにだれか、例えば英語の免

許を持った先生を呼んでくるのかということ

までちょっと分からないんですが、その点、

分かる範囲でお願いします。 

 最後に、３点目の問題としては、高学年か

ら英語学習が必修となりますが、その目的に

ついてお尋ねしたいと。 

 最後に、私は学力低下を目にする余り、肝

心の心の教育の後退につながるのではないか

と今回の改訂を見て感じております。人格を

高める、人間性をはぐくむ教育を本当の意味

で目指さないと、学校の抱えるいじめ問題等

の諸問題の解決はできないのではないかと思

っております。私は学生時代の卒業論文で

は、技術系４教科にもっと力を入れることが

人間性の向上を図り、心の問題を解決する近

道ではないかということを書いたことがあり

ます。 

 そういう意味で、この点、これは質問では

ないんですが、以上３点についてお尋ねしま

す。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） まず、私の方から

お答えをさせていただきます。 

 このたびの学習指導要領の改正に当たりま

しては、今回の改正教育基本法等を踏まえ公

共の精神、生命や自然を尊重する態度、伝統

や文化を尊重し我が国と郷土を愛するととも

に国際社会の平和と発展に寄与する態度を養

うことが教育の目標として新たに規定された

ことを踏まえまして、各教科等の教育内容の

改善が行われるものでございます。 

 ２番の授業時間の増加についてでございま

すが、子供たちがつまずきやすい内容の確実

な習得を図るための繰り返し学習、学年間で

の反復学習などや知識、技能を活用する学

習、観察、実験やレポートの作成、論述など

を行う時間を充実するためのものでございま

す。全国学力・学習状況調査の結果も踏ま

え、このような学習のための時間を確保し、

基礎的、基本的な知識、技能の習得と思考

力、判断力、表現力などをはぐくむことを目

指しております。詰め込み教育への転換をす

るものではございません。ゆとりか詰め込み

かということではなく、基礎的、基本的な知

識、技能の確実な定着とこれらを活用する力

を車の両輪のごとく伸ばしていくことが必要

であるということでございます。 

 ③の小学校高学年から英語学習が必修とな

るというその目的は何かということでござい

ます。現在、多くの小学校において総合的な

学習の時間等を活用して外国語活動、龍田小

学校、斑鳩小学校、太田小学校で実施が行わ

れておりますが、取り組み内容にはばらつき

がございます。このため、教育の機会均等、

幅広い言語に関する能力や国際感覚の基盤を

培うため、英語を初めとして外国語の音声や

基本的な表現になれ親しみ、語学や文化に対

する理解を深めるとともに積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を育成し、中

学校との円滑な接続を図るために、週１コマ

程度の小学校高学年、５、６年生で外国語活

動を導入するものでございます。 

 私の方からは以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今、概略、学習指導要領に

ついて意見をいただきましたが、その中で特

に気になるのは、伝統とかあるいは武道の必

修化といいますか何といいますか、そういう

ふうな義務教育の中でそういうなこともうた



－92－ 

われているわけです。そういう意味で一部懸

念するのは、そういうある意味昔への復古み

たいな感覚でとらえている人もあるわけで

す。そういう意味で、一歩間違うと日本全体

の右傾化ということもなり得ないというふう

な心配をする人もあるんですが、その点、教

育長どうお考えですか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） そういう懸念は私

も、これ表面だけ聞いたらそんなふうに思い

ます。そして、一番初めのときに中島議員が

おっしゃったように、前、非常に中学やり、

高等学校や学校現場が荒れました。その反省

に立ってゆとり教育というのが、心の充実と

いうのが打ち出されました。今回は特に理数

系の能力が国際的に見て順位が劣るというこ

とでこういうふうな、僕としては文部科学省

を批判するようになるんですけど、ちょっと

慌てふためいてるように感じ取れます。それ

は今度また本なんかお読みになったら分かる

と思うんですけど、私の調べた範囲では落ち

こぼれが増えるというて京都造形大の寺脇研

先生はそんなふうに教授さんはおっしゃって

ます。その一方、中教審の副委員長で、今、

兵庫教育大の梶田叡一先生は、公立、私立の

格差は減るだろう、ただし、この人は条件あ

るんです、教員を増員せんと、今のままの先

生の数じゃあ、体制じゃあ格差は減らないと

ちょっと懸念されてる面もあります。 

 ですから、やはり今、中島議員がおっしゃ

ったように、今、武道とかダンスを中学の

１、２年で取り入れるという方向が出ており

ます。それから、歴史教育を25時間増加させ

ている。この辺で、あるいは古典を重んじる

教育をせえとか、こういうことを言うてま

す。あるいは、道徳の時間を非常に重視する

ような方向が出ております。こういう点で

は、やはり私は現場でその辺をしっかり受け

とめてやっていくと同時に、私の今の立場は

そういうことを文科省に行って提言する立場

です。あるいは、県の教育長と直接話しする

立場なんで、そういうことを現在も、例えば

小学校の英語教育はＮＨＫのクローズアップ

現代で国谷裕子さんがなさったような英語じ

ゃあ、ありゃあ遊びですよというて僕、はっ

きり申しております。そういう懸念する面は

これから私も訴えていきたいし、この辺のレ

ベルで言うとったってなかなか変わりません

のんで、せめて県のレベルで強く訴えていき

たいと、そんなふうに思っております。 

○議長（北川嘉明） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今後ともよろしくお願いし

ます。 

 そういう意味で、要は少子・高齢化にあっ

て小学生、中学生というのはこれから非常に

重要な位置を占めていく世代であります。そ

ういう意味で、教育のあり方一つ変わること

によって何十年後、30年、40年たった後の日

本というのはさま変わりしてしまうというふ

うな状況もあると思われるわけです。 

 最後に、町長にお尋ねしますが、今後の教

育行政において、町長の施政方針でも教育に

関して非常に力を入れておられることはこの

間拝見しました。そういう意味で、きょうお

りませんが同僚の井村議員が再三にわたって

ブックスタートというふうに言ったことも施

政方針として述べていただきました。ありが

とうございます。そういう意味で今後、子供

たちの未来に向けて一言、町長より発言をお

願いしたい。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） この教育問題、私は余

り得意な分野ではないというふうに思うとこ

ろでございますが、しかしながらやはり今の

若い世代の皆さん方、余りにも四角四面にな

り過ぎてるんではないかなというふうに思う

ところでございまして、その反面、血の通う

教育ですね、そうしたものももっと取り入れ

る必要があるんではないかと。すると、関連

しますのがやはりすべての面での学力アッ

プ、これは絶対に必要なことでございまし

て、そうした中でのゆとり教育といいます

か、自然を取り入れるような、人間関係を形

成できるようなそうした教育も必要であろう



－93－ 

と、このように考えるところでございます。 

 そしてまた、先ほどおっしゃっておりまし

たように、若いときからそうした下積み、基

礎教育ですね、幼児教育、そうしたものも必

要であろうと、このように考えておるところ

でございます。そうした面にもお互い教育委

員会とも十分に連携を図り、太子町の将来を

担う立派な成年を育てていきたいなと、この

ように思います。ありがとうございます。 

○議長（北川嘉明） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 いろいろ答弁ありがとうご

ざいました。今後も福祉教育全般にわたって

町の力をおかりしたいと、そういうに思いま

すので、またよろしくお願いします。 

 以上、ありがとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で３番中島貞次議

員の一般質問は終わりました。 

 次、５番服部千秋議員。 

○服部千秋議員 失礼いたします。通告に従

い質問いたします。 

 １、本町小学校の英語教育の学習指導要領

改訂後のあり方について。 

 学習指導要領が改訂され、平成21年４月か

ら小学校において英語教育が必修となりま

す。そのとき、恐らく多くの小学校は週１回

の割合で英語の授業を行うと思われます。今

年度、本町では太田小学校が文部科学省の

「国際理解推進の拠点校」に指定され、宍粟

市在住の外国人教師と太田小学校のクラス担

任で授業を行い、５年生５クラス、６年生４

クラス、計９クラスの児童を対象に、各クラ

ス13時間掛ける９時間、10月３日開始、２月

６日終了で行ってきました。学習内容は、カ

ラーズ・アンド・シェープス、アニマルズ、

オキュペーションズ、ナンバーズ、ファミリ

ー、シーズン・アンド・マンツなどについて

学習してきました。 

 今回の質問の趣旨は、今後、本町において

どのような英語教育を小学校において行って

いこうと考えているかを問うものでありま

す。あわせて私の考えを述べ、参考にしてい

ただきたいと思うものであります。 

 過日、同僚議員と岡山県のあるところに視

察に行きました。現在、小学校で英語の授業

をされており、みずからも幼稚園児や小学生

児童などに英語を教えるインターナショナル

スクールを開設されている方と話をしまし

た。その方は、自分の教える小学校に来年度

からケンブリッジ児童英検に沿った教材を使

用し、アクティビティー・ベーストな授業を

展開したいと言われていました。現在、みず

からが経営される学校においても、ネイティ

ブの教師はすべての指示を英語でされ、児童

も英語で応答し、活動を中心とした授業をさ

れている現場を視察しました。 

 小学校に週１時間の英語の授業で果たして

どれだけのことができるかという点、つまり

語学学習には時間が必要であるのでどこまで

できるかという点はありますが、小学校の英

語教育をぜひ成功させたいという強い願いを

持っております。 

 そこで、(1)教員は日本人が対応するの

か。外国人のネイティブを含めてするのか。

もし、毎回ネイティブを依頼するなら、授業

時間数、クラスを考えると町内４校では外国

人教師は２名は必要になってくると思われま

す。そのあたりはどう考えておられるか。 

 予算はどう考えようとしておられるのか。

予算との兼ね合いによっては、ある日は日本

人教諭のみ、ある日は外国人教師もというこ

ともあり得るかもしれません。 

 (2)目標をどのような点に置こうと考えて

いるか。 

 (3)開始直前に対応するのではなく、前年

度から準備しておく必要があると思います

が、そのように進めてもらいたいと思います

がいかがかなどについてお尋ねします。 

 私は、次の３つの点を今後の活動の中で考

慮願いたいと思います。１番目、楽しい授業

であること。２番目、異文化理解を児童にさ

せるという視点での授業であること。３番

目、活動を中心とした児童に飽きさせない授

業であること。この３点が小学生の指導に当

たっては最も重要なことであると考えます。
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同時に、日本人教員が日ごろから外国のこと

にもっと目を向けていることも大切でありま

す。教員の自己研さんも望みたいと思いま

す。 

 また、外国人教師を雇用することになった

場合、よい教師を選ぶことが大切でありま

す。日本文化にも理解を示し、日本人教員と

協力していく姿勢を持った方、日本語にも理

解を示す方を選ぶことが大切であります。外

国人教師は本当にどういう人を選ぶかが大切

であり、単に英語を話せる現地の方というだ

けではよい教育は望めません。新行革大綱で

民間から外国人教師をという検討項目がある

ことも、経費の点からだけでなく教師の質と

いう点からもぜひ十分検討をしていただきた

い項目だと私は考えております。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） お答えいたします。 

 おっしゃった順番になるかどうか分からん

のですけど、小学校の英語は５年生、６年生

で週１時間必須となります。これはおっしゃ

るとおりでございます。ほんでまず、こうい

う段取りになっとるんです。平成21年から

22年、この２年間は試行段階で小学校を実施

いたします。それから、本格実施は平成

23年、2011年から本格実施という方向になり

ます。そして、現在、兵庫県はどない考えて

るかということがこの町にも直接影響します

んで、兵庫県は現在の小学校のそれぞれおら

れる先生で英語の堪能な先生をその担当に充

てようと今はしております。こんなふうにせ

んだっての県の教育長会でもそういう説明で

した。 

 ほんで、私は今、服部議員がおっしゃった

ように、ほんまにこの目的は国際理解あり国

際的なコミュニケーション能力を高める英語

がしゃべれるような子供をつくるのが目的で

なければ税金の無駄遣いやと、そんなふうに

この間、県の教育長会で僕は発言しました。

ちょっときついこと言うたかも分かりません

けど、週１回ですからやはりそういう外国人

の先生の中で、英語の中で育てんと、とにか

く言語という学問は反復練習で、回数が多け

りゃ多いほど堪能になっていく思います。服

部議員は英語の先生なんで、えらい個人的な

ことを言うて悪いんですけど、ほんなことを

言うたら笑われますけど、やはりそういう面

で週１回ということを考えたら、今、本町は

４校小学校があります。あと３年か４年した

ら全部で14クラスぐらいになります、学級数

が。そうすると、外国人の先生雇うんだった

ら２人要るのはおっしゃったとおりです、そ

れぐらいになります。今の学級数でいきまし

たらそれぐらいの想定をしております。そう

なると、やはり町としては財政的に苦しいか

も分かりませんけど、これはまだ相談いたし

ておりませんけど準備の段階として、なるか

ならんかは別にして、外国の先生を１人でも

入れてもらえんかということは思っておりま

す。でも、まだ全然話し合いはしておりませ

ん。 

 それから、３つの条件は当然です。楽しく

やる、それから異文化をしっかりつかませ

る、それから活動を重視する、飽きさせな

い、この３つはやはり、英語嫌いになってい

くのはその辺からなっていくと今まで大体の

経験でそんなふうに思っておりますんで、そ

の辺は留意してやっていきたい思います。 

 それで、もし外国の教師の授業をとるとし

たらＡＬＴが今おりますんですけど、当たり

外れがあります、随分あります、はっきり言

うて。ああ、こらあ月30万円も払っとんです

けど、それと往復のアメリカならアメリカ

の、ニュージーランドならニュージーランド

の旅費も払っております。大変なお金かけて

おります。ですから、そういう面で教育長会

がありましたら、どこにどんな外国人の教師

がおる、情報交換はもう既にやっておりま

す。すばらしい先生も聞いております。そう

いう先生がもし日本に残っとってこっちの希

望する金額ぐらいで来てもらえるなら、私は

そういう人を選びたいなあと思っておりま

す。ですから、この英語は本町としては、私

としてはそんなふうに考えております。 
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 それから、これは決して受験のための教科

でないんです。評価はいたしません。ですか

ら、これによって子供が教科の負担は受けた

りいたしません。評価はいたしません。これ

ははっきり県教委が申しておりましたんで、

申し添えておきます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 外国人の教師を雇うことに

ついては、先ほど私も最初に質疑した中でや

んわりとした表現で言わせていただきました

が、教育長が今そのようにおっしゃっていた

だいたわけですが、私もそのことは外国人を

雇う場合にそのことを十分、今、教育長言わ

れたように考えていただいて選んでいただき

たいと思っております。小学校におけるこの

取り組みがぜひ成功するよう、私も背後から

協力してまいりたいと思っております。 

 先ほどの答弁では、(3)の前もって準備し

てくださいという点のお答えはありませんで

した。先生方や教育長会も日々の活動がある

のはよく承知しておりますが、このたびの英

語を中心とした国際理解、教育に限らずその

他の事柄においても教育内容や児童・生徒の

活動内容について事前に十分検討されて教育

されますよう求めておきます。 

 続きまして、２番の質問に移ります。 

 ごみ収集の委託のあり方について。 

 現在、太子町では、午前中収集を目途とし

て生ごみを回収しています。本町が単独で業

者に委託していたときも、また揖龍衛生に事

業をしていただいている現在でもごみの単価

が高いのではないかとの意見が多くの議員か

ら出されてきました。単価が高いのかどう

か、現在の委託業者がどうなのかという点か

らだけではなく、ごみ収集に係る経費が現在

より安くならないのかという観点から、また

そうなれば町民にその分ほかの事業で還元で

きるとの趣旨から質問いたします。 

 揖龍衛生に委託する前に、従来、本町が答

えてきたことも、また現在、揖龍衛生が答え

ていることも、太子町の生ごみを午前中に収

集しているために高くなっているということ

であります。しからば、午後にも収集するな

らば揖龍衛生が積算根拠としている掛け率に

してもなくなるわけで、太子町が負担する額

は軽減され、大ざっぱに言っても年間

2,000万円から3,000万円弱程度、太子町の負

担する額が減るのではないか。現在、たつの

市の収集は午後もされており、しかしその終

了の時間差は太子町と比べてもおおむね２時

間ないし３時間のようであります。もちろ

ん、ごみの多い、少ないの状況（特に年始は

現在も業者が大変苦労されているようであ

る）や工事による遅延等があり、一概には言

えない面もあります。また、住民がこのこと

を許してくださるかどうかを考えなければな

りません。 

 また、現在のごみの置かれ方（ごみステー

ションがあるか、道路上にごみ袋を置く状態

になっているか、猫やカラス等に袋を破られ

ないように網をかけるなどの処置がされてい

るかされていないか等）も考慮に入れなけれ

ばなりません。（ただし、ごみ回収業者から

は、午前収集のみであろうと午後までの時間

がかかろうと、猫やカラス等は破るときは破

るし、破らないときは破らないと聞いていま

す。）ごみ収集場の設置状況は、大ざっぱに

言うと太田地区、龍田地区は設置状況がよ

く、石海地区は一部設置されていない場所が

あり、斑鳩地区はその住宅の込みぐあいから

だと思われますが、集積場ができていない場

所（路上に野ざらしの場所等）があり、私も

現状を調べた関係上、今、絶対に午後も収集

すべきだと言っているのではありません。 

 新行政改革大綱にはごみの有料化の検討と

いう項目は入っていて、ごみの有料化を今後

検討していきたいというのが当局の考えであ

ります。しかし、私が今回提起する問題は入

っていません。確かに、午後も収集すること

のメリットとデメリットがあり、私も100％

こうだとは今は言えない状況であります。し

かし、検討項目として加えてはどうか。その

是非も含めての検討ということで検討されて
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はどうかという提案であります。経費は、長

い目で見た場合には大幅に浮きます。１年当

たり2,000万円は浮くでしょう。また、よし

んば実施できそうだとしてもこのことをすぐ

にということは、現在あるさまざまな問題か

らすぐには実施できないかもしれません。数

年間時間をかけてぜひ検討してはどうか、検

討していただけるかどうかについてお尋ねし

ます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ごみの収集に

ついての検討いかがというお尋ねでございま

すが、今、服部議員さんの方から質問の内容

でも述べておられたように、本町におきまし

ては普通、生ごみ、それから粗大ごみについ

ては午前中の収集ということで臨んでおりま

す。これらを臨んだいきさつといいますか実

情も今、議員さんの方からおっしゃっていた

だいたようなんですが、本当に実際見てみま

すと、粗大ごみにつきましてはやはり収集ま

での間、かなり本来の道路の使用に支障が出

るような形態もなっております。また、普通

ごみ、生ごみにいたしましては、やはり夏の

間を中心としまして非常に特に周辺には環境

上もよろしくないという状況がございますの

で、従来から午前中を目途にということでの

収集をお願いをしておるところでございま

す。 

 今、質問の中にも検討項目で有料化という

ところが触れられておりますけれども、この

収集形態のあり方につきましても、当然、有

料化を検討するに当たってはやはり負担の公

平化、ごみの減量化といった目的を持って検

討をするわけでございますが、やはり有料化

といいますと従前、今現在、税によります住

民の皆様の負担ということでございますか

ら、別の言い方をしますと見えない負担とい

いますか、有料化をすれば見える負担という

形態、住民の皆様からはそういうふうに変わ

るということでございますので、やはりそう

いった負担という面からも当然、有料化の検

討の中身にこの収集のあり方云々についても

議論をされるんではないかなあというふうに

思っております。 

 非常に問題点等々も議員さんの方からおっ

しゃっていただきましたので、すべて状況と

いうのは認識をされてご理解をしていただい

ておるというふうに思います。したがいまし

て、検討といいますか、何も行財政の項目に

上げなくても当然考えればええわけでござい

ますが、繰り返すようでございますが、やは

り環境保全といったような大きな観点から、

また住民の皆さんもほぼこの長い年月、そう

いった今の形態に定着といいますか習慣化と

いいますか、そういった生活サイクルに入っ

ている部分がございますので、なかなか検討

するに当たりましても時間を要するんではな

いかなあというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 ごみの設置場所等、先ほど

部長が言われたように私も認識した上で申し

上げており、これ本当に私も言いながら大変

なことであるなと思いながら一つの問題提起

として言わせていただいており、いろいろ今

後考えていただく中に一つのこととして加え

ていただきたいと思っております。例えば、

午前だけでなく夜間の収集という方法もあり

ます。これは、住民の皆様が帰宅された後、

例えば午後８時ごろから収集するものです。

これは地域によっては、特に九州地方では普

通のこととしてなされております。 

 先ほども部長が言われましたが、新行革大

綱で当局はごみの有料化、これ見える形にな

ると。つまり、このごみ収集袋の販売の値段

を高くするということになりますが、このこ

とを今、当局は検討課題としているわけです

が、私が提起していることは町民の負担が減

るという反対の発想であります。やわらかな

発想で考えていただいていろいろ考えていた

だいて、これはもちろんごみのことだけでな

くって柔軟な発想で、今までこうやったから

絶対ちょっとこうせなあかんのんやというこ

とでなくって、いろいろとやわらかく考えて
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いただいていい方法を見つけていただきたい

と私は思っております。このことだけ求め

て、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（北川嘉明） 以上で５番服部千秋議

員の一般質問は終わりました。 

 次、10番花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 10番花畑奈知子。通告に

従い、療養病床の再編成について一般質問さ

せていただきます。 

 平成18年６月において、健康保険法の改

正、医療制度の改正の施策を国が打ち出しま

した。現在、全国で療養病床は38万床あると

ころ、15万床に削減する計画です。その上、

平成24年３月には、介護保険適用の療養病床

は廃止すると国会で押し切りました。 

 県下で若者の多い町と言われている太子町

でも高齢化は進み、年１回の敬老会において

も、平成17年の敬老会員は1,652人中、出席

者は688人でした。18年は1,804人中、出席者

は663人、19年は1,864人中653人と、会員は

増加しているが出席者は減ってきています。

太子町文化会館は800席あり階段形式になっ

ていて、座席の下にかめが埋められており、

音楽効果のすばらしいホールにつくられてい

ます。たつの市の赤とんぼホールは1,300人

収容できますが、音響効果並びに会場の雰囲

気は太子町の方が抜群にすぐれていると言え

ます。そんな会場へ老人ホームから初めて出

席された女性の老人は、すばらしかった、生

きていたら来年もぜひ行きたいと言われたと

聞いた人が印象に残っていたので、施設のお

世話人の方に来年も行きたいと言われた例の

おばあさんは今年も来られましたかと尋ねる

と、亡くなられましたの声を聞いて私は絶句

しました。 

 太子町の唯一ある介護療養型医療施設であ

る太子病院は、太子町及びたつの市の人が

100床でお世話になっています。太子病院に

この制度をどうお考えですかとお尋ねしてみ

ますと、病院も150人の職員を抱えています

と。兵庫県は国の方針を緩めると兵庫県から

は聞いているんですが、しかし介護老人福祉

施設へ移ってもらわないと死活問題ですしと

答えられました。西にまほろばの里、東に老

人ホーム聖園が存在していますが、100人の

人たちがそこでお世話になっておられる現

在、まほろばの里で50床プラスショートステ

イ10床のうち、ここでは200人待ちとなって

います。聖園では50床中45床待ちというのが

実態です。馬場に老人ホームふるさとのたよ

りがあり、阿曽にも街かどケアホームももか

がありますが、18人入所が限度です。国や県

の方針を受けて、太子町の見解をお尋ねいた

します。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今のご質問で

ございますが、議員さんもご承知のとおり、

平成18年からの医療制度改革の一環といたし

まして医療療養病床の転換ということが、こ

れも全国一斉に報じられておるところでござ

いますが、ご指摘のとおり平成23年度末で介

護療養型医療施設については廃止をするとい

うことが打ち出されております。国の方で、

国会の方で審議をされた中で、その方針を受

けまして兵庫県では各医療機関のアンケート

や入所中の患者の方の病状等を考慮をいたし

まして、兵庫県地域ケア体制整備構想を策定

をされております。 

 その中で、兵庫県下の療養病床の転換計画

でございますけれども、医療介護の療養病床

約１万4,500床、県内ございまして、そのう

ち約9,235床を医療療養病床として残し、残

る5,270床を介護保険施設等に転換をさせる

としております。また、この西播磨の県域の

計画、県の県域の広域計画では、医療介護の

療養病床749床のうち418床を医療病床として

残し、残る331床を転換をするということに

なっておるようでございます。 

 アンケートをとられての計画数値でござい

ますけれども、この方針にのっとってどうす

るかといったことをまだ定めてない機関がご

ざいます、多くあります。県に聞きますと、

この平成20年にも再度アンケート調査を行っ

てその計画の見直しを図るということをおっ
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しゃってまして、そのあたりも今、花畑議員

さんの方が質問の中で触れられておりました

ように、県の方の対応も若干当初とは違って

くるかなという思いがいたしております。 

 最終的な今度、転換の方針といいますの

は、やはり各医療機関の経営判断も当然経営

がございますので、まだ現在のところ明確に

されてないといいますか決定をされてないと

ころがありまして、現在のところどの程度と

いったようなところは町の方ではまだ分から

ないわけでございますけれども、今後におい

ての町の見解を今求められましたんですが、

やはり国の方針、またその方針を受けて県が

計画策定をされております。町といたしまし

ては、なるたけ住民の皆さんのご心配の向き

は重々考慮に入れながら、やはり国の策定と

いったところでその調整ぐあいというのを見

守っていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 実態を細かくお知らせい

ただいたんですけれど、医療改革により国や

県の方針が変わると身動きとれないのが実態

か分かりませんが、戦争中、夫や息子を戦地

にとられてつめに火をともすように頑張って

生き抜いてくださった今の老人があるおかげ

で今の幸せな日本があると考えます。この人

たちに感謝をし、一生一度の命が大切にされ

る“和のまち太子”にふさわしい運営をして

いただき、医療難民のあふれる不和のまち太

子と言われるような運営にはならないようベ

ストを尽くしてくださるように強くお願い

し、私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（北川嘉明） 以上で10番花畑奈知子

議員の一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は３時10分とします。 

（休憩 午後２時55分） 

（再開 午後３時11分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次、14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それでは、通告の順に従い

まして一般質問を行います。 

 最初に、太子町の新行革大綱第４次につい

て伺いたいと思います。 

 町は新行政改革大綱第４次を行財政審議会

に諮問をして、その審議会は延べ２回、４時

間弱の審議で、１月30日の答申を私は町が誘

導したと思います。 

 内容的には、やはり無駄を省いて合理的な

組織の確立と運営等で、行政内部の経費節減

は当然でありますが、新たに住民負担を課す

ものについては事前の関係情報の公開、提

示、それから議会と住民の意見を聞くべきで

あると、このように考えます。そういう点か

ら、町の今後の取り組みについて説明を求め

ます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 新行革大綱につ

きましては平成20年度から５カ年を計画期間

とすることで、太子町新行政改革大綱第４次

及び同実施計画案につきましては町のホーム

ページ及び地区公民館に公表をいたしまして

意見募集を行い、約11名の方から11件の意見

をいただいております。また、その後、行財

政審議会の答申を踏まえまして内容を決定し

ております。 

 行政改革大綱とは、町が将来にわたりまし

て安定して町行政を運営するために、今後の

町政のあり方などに対する改革の方向性を示

したものであります。行政改革を必要とする

背景及び目的、改革に向けての基本的な考え

方や重点項目などを示し、今後の太子町にお

ける行政改革の基本理念や基本指針となるも

のでございます。 

 この質問の件に関しましては、先日の総務

委員会においてもご説明しておりますが、住

民負担を伴う事項など個々の取り組み事項の

実施に際しましては、住民の理解と協力をい

ただくため町の現状、目的、必要性をお示し

し、ご意見等を伺い、実施の可否を含めた施

策の決定をしていく所存でございます。 
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 ご承知のとおり、本町だけでなく地方財政

はどの団体におきましても危機的状況でござ

います。経費の徹底した節減は今後とも続け

てまいり、住民の意向に耳を傾けながら施策

の決定をしていきたいと考えております。当

然、立法機関である議会に対しましては本会

議、委員会等で十分なご審議、ご意見を賜

り、個々の施策に反映をさせていただきたい

と思っております。審議会の答申におきまし

ても、行政サービスの水準及びその住民負担

に係る改革項目につきましては住民の理解と

協力を得ながら推進を図ることといった意見

が付されておりますので、この点を十分に踏

まえまして行政改革に今後取り組んでいきた

いということでございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は委員会でももちろん言

いましたし、今後のあり方については県など

が議会に諮っているように、これからの取り

組み方向自体は議会が議決をするっていうよ

うなことに持っていかなければならないと思

って言ってるわけですが、町長の施政方針な

どでは今年に限らず議会と住民の協働という

ことを再三言ってるわけでありますし、これ

らに基づいていきましても情報の本当に積極

的な公開、提示、その上に立って一定期間を

かけての住民の合意を得ていく、それは前段

として議会の理解と同意を得るっていうこと

が大事だと、このように考えます。 

 行政は、この中でも一部述べておりますよ

うに、最少の経費で最大の行政効果を得るっ

ていうこと、それからスリムで効率的な行政

運営の推進を図るっていう、これを最優先課

題っていうふうに言っておりますことと、そ

れから行政評価等の手法を用いての事業の方

向性を明確化するとか、あるいは重点化と行

政関与の適正化、こういうことが言葉では述

べられても、具体のときにはこれらのことが

どうなるかっていうのが極めて疑問でありま

す。基本的な取り組み方向の中でも同じよう

なことが述べられ、コストの徹底した削減と

かいろいろ言っておりますが、一方において

は住民と民間等との役割分担、これも必要な

ものがあるんです。当然だと思います。町政

全体がみんなでつくり上げる、そういう方向

がなければできないことでありますので、そ

れにこそ理解と納得が得られて初めて効果を

上げることができる。 

 しかし、サービスの面などをこの中で見て

みましても、サービスについては一部触れら

れております。しかし、全体的には住民の負

担が伴っていく。先ほどもごみの問題もあり

ましたが、既にごみ袋の有料化をして太子町

は久しいし、こういうようなこととか、ある

いは都市計画税、またその他の使用料、また

税の問題も出てくるわけでありますから、こ

れらのことは長期にわたる論議の上に立って

太子町のあるべき行政サービス施策、そうい

うものの上に立った合意が必要かと思いま

す。 

 そういう点で、どこまで議会と住民にこの

協議、理解の場を持つかということがはっき

りしないといけないと思うんで伺っているわ

けです。住民の英知とエネルギーを結集しな

がら住民同士が協力をして行政と協働したま

ちづくりのシステムの確立とかいろいろ触れ

てるんです。しかし、今までいろんなこと言

ってきたけれども具体のときには、例えば今

回の行財政審議につきましても質問で触れて

おりますように、全体の時間としては先ほど

も言いましたように２日間で４時間かけな

い。それは何でそういうことになるかといい

ますと、必要な情報がしっかりと委員の皆さ

んには伝わり、そして一緒に考える形になっ

ていないからだと思うんです。情報がなかっ

たら、発言しようと思ってもほとんど発言す

ることができない。それが発言も、また意見

を述べることもできないというようなことに

なりますので、情報の共有っていう立場をど

こまで町が真摯に受けとめて対応をするかが

問題だと思うんですが、その点どうですか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 全体的には行政

改革大綱と申しますのは、先ほども申しまし
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たように改革の方向性や基本的な考え方を重

点項目として定めるということでございま

す。そして、行政改革の基本理念や基本指針

であるというものが行革の大綱となります。

したがいまして、実施に当たりましては当然

のごとく各そういった議会、各種団体方面、

そういったものの中で個々の分について審議

をしながらそれを実施に移していくというこ

とでございます。 

 ただし、この行革大綱で申します実施とい

うのは、あくまで個々でやりますということ

を何回も今までも言わせていただきました

が、これは検討をした結果、今の現状におい

てやるかやらんかということの可否を決める

のも実施という言葉で表現はさせていただい

ております。したがいまして、基本的なその

目標を定めて取り組むべき基本項目を定める

といったものが計画でございます。個々の審

議に対しましては、あくまで実施に移す段階

においてそれぞれの関係する部局が寄りまし

て、また町民にも情報を提供しながら実際に

やるかやらんかということを最終的に決めて

いくというのが一つのやり方でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、それはそうよ、その

ぐらいのことは分かって言うておる。要は、

町もこれまでにも、本日の一般質問の論議で

も給食センターの問題、後で言いますけど

も、町側の見解と教育委員会が説明したこと

と微妙に違うんですよ、よう耳かっぽじって

聞いとったら分かるんですよ。もう既にそう

いう立場で動いてんのは教育委員会。今回私

が言うてるのは、既に都市計画税の問題から

皆触れてきて、これは行財政改革大綱でこう

いうことをうたっているのでというような形

になって押しつけられると、ほいでこういう

ことで決めておりますということで押しつけ

られてくること。押しつけてくるときに許否

をすればいいんですけれども、情報がなかっ

たら許否のしようがないと。行財政審議会と

一緒ですわ。財政が厳しいしこうしたいんで

す言うたが、まあまあそんなもんかなと。あ

の答申はそういうものだと思います。ほい

で、委員会で伺っても、内容的には答申書は

行政が書いたと。だから、誘導というんで

す。そのようになっていくようになっていく

ように、またその必要な情報しか出さなかっ

たらそうしかならない、ほんでわずかな時間

で結論を迫ると余計そうなるということなん

で、私は言うておる。 

 ほいで、これは定めたものが押しつけられ

るということで、ほいで実際にはこれらの

20年から24年までにこれを実施すれば、19億

9,137万4,000円が効果として見込めるんだ

と、こういうようなことを言ってるわけで

す。そういう何もしないんだったら別段こう

いうことを言わんでもええわけですけども、

その中には給料手数料等の引き上げの問題か

ら、しかしサービスの分野ではほとんど触れ

られていないというのが実態です。 

 本来、住民福祉の向上ということが地方自

治体の基本的な法律に定めた取り組みであり

ますから、その点からいっても住民に負担だ

けを押しつけるようなことがほとんど書いて

あってそれが押しつけられとると、私はこの

ように思うんですけど。それで、計画は計画

だけやということじゃないと思いますよ。そ

の段階で審議をするというものの、実際には

これにうたったとおりやらせていただきたい

というようなことになってくる。そしたら、

全体の情報が、議会が求める情報を含めて住

民の皆さんに日々に情報が提供されておれば

また別だと思いますけど、それらの情報は当

局だけが占有するような情報になっとんじゃ

ないかと、このように思うんですよ。何でも

求める情報を、個人情報以外については積極

的に提供をし、一緒に考える姿勢に立つんか

どうか、これは大事なことですんで改めて伺

いたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 行革大綱の作成

の素案づくりに対しましては、各職員に、全

職員に対しまして指示をいたしました。その

中で、提案としてそういう158件の一つの提
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案が出てきました。そして、その中で当然、

行革に値するものにつきましては我々職員の

方で抽出をいたしまして、一つの素案をつく

った中で審議会に提出をさせていただいたと

いう。 

 ただ、最終的な審議につきましては、都市

計画税一つとりましても、これは我々がもし

実施ということになったとしても、当然に影

響のある方についての事前の説明また議会で

の承認、いろんなことが要素が含まれますの

で、そういった個々のもろもろのものにつき

ましてはこれから情報提供をしながら検討を

していくという機会が多分にございます。し

たがいまして、あくまでもこの新行革大綱の

作成というのは、基本事項を決めて今後こう

やっていけばこうなるだろうといった一つの

大きな大局的なものでございますので、当然

に今の段階で個々の資料すべてを出していい

か悪いか、それによって決められれば当然に

これはやるものという前提の中でやっていき

ますので、今の考えはそこまでは持ってない

と。あくまでも大綱としての項目の抽出であ

るということの考えでございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 そういう繰り返しとっても

切り結ばないところがあるんですが、まずこ

の全体の効果のところを見てみましても事務

の改善等効率化では292万円とか、あるいは

電子自治体で987万円とか。しかし、財政基

盤の強化の中で自主財源の確保、これは基本

的に見れば都計税の問題なんかが入ってくる

わけですけども12億1,400万円とこういうふ

うな形になり、また受益者負担の適正化とい

うのはこれ引き上げということですから１億

1,300万円とか、こういうふうな形のものが

ほとんどなんですよ、負担の増大。それは事

前に言うといてあきらめさせるような形にな

ったり、しかし住民の暮らしが疲弊している

中でしっかりと、先ほど300万円以下の世帯

の問題も出ておりましたけれども、太子町の

住民の暮らし、世帯の実態、そういう中で行

政は何をするのか。 

 一つは、矢祭町っていうのはここで何回も

私は引き合いに出しますけれども、行政のト

ップも議会も住民もやっぱり自立の町として

これこういうふうにやっていこうと、こうい

うことを取り決めて、そのあり方としては疑

問な点もありますが、議会議員については日

当制に変えてしまうと。条例可決してますか

らそうなっているというような状況が生まれ

ておるわけです。ここでは、都市計画税の問

題も再三、太子町の場合は最初から線引きが

あるけれども、線引きがないような形で、都

計法上のね、行政を進めると。事務を進める

ということでやってきたところで、さらに今

このことによって何をするかという問題が出

てくるんです。そういうことを無視してまた

上げてきている。合併協のときにもそういう

問題が出ておりましたし、これらが私はやっ

ぱりたつの市との絡みで一つの溝ができてい

る問題だと、このように思います。それが

今、自立の中でこういうことが出てくること

自体、文字が出てくる自体も問題だと思いま

すが、そういう点で言ってるんです。 

 だから、達成できない、そういうことであ

ればこんな数値は必要ないと思うんです。何

もしないんだったら数値は必要ないと思うん

ですけども、サービスの分野というてほんま

に低いですよ。改善をするというのはほとん

どないに等しい。あとは負担が伴うっていう

ことになっているようなことですから今、批

判しょんです。その点どうですか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 現在の当然、財

政のシミュレーションを行った中に対しまし

ても、給食センターの設置、庁舎の建設、そ

して吉福の高度浄水化計画、そういった実施

計画に載ってる分を全部含めました中で試算

をした中の行革でございます。したがいまし

て、そういった例えば給食センターの建設の

手法に対しましてもどういった事業手法でも

ってやるか、それによって建設コストも違っ

てきますので、そういった中でまたそういう

物の考え方も当然違ってくるということでご
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ざいます。 

 あくまでもこれは20年のとこからの出発で

ございますので項目的にはすべて上げさせて

いただいて、太子町における今後の事業計画

に基づく実施計画に上げた、予定しました事

業そのものも取り入れた中で現在の行財政計

画というものを策定しております。したがい

まして、そういったものが事業手法とかいろ

んな要素によりまして変更が生じるならば当

然内容的にも、例えばそういった住民負担を

伴うものにつきましても必要なくなる部分が

ございます。今の段階ではそれは分かりませ

んので、あくまで実施計画に基づいた計画の

中で行うべき行革項目ということでの抽出で

ございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、だから振興計画、実

施計画それぞれ振興計画の見直しから始まら

んとあかんというて何回も言うとんですわ。

今の時世でまたこれから次の振興計画を考え

るっていうことになりますけど、今うたって

いるから、それで財政シミュレーションをや

ったらこういう財政になりますと、今の話で

すと、要は。先ほども論議になっておりまし

たように、給食センター建設、それから吉福

の浄水場の高度浄水施設の設置、こういうこ

とをうたえば、老原のクリプト対策でも今に

なると紫外線照射の問題も出てまいりますし

経費の問題出てくるわけです。その手法が変

われば、変わりますと今言ってるけれども、

その当時からもう少し考えればよかったとい

うこともありますし、センター建設っていう

なことも今うたって不足するというようなこ

とを言ってるわけですから、それが押しつけ

られよるわけです。こちらはセンター建設先

にありきでしょ、皆、このシミュレーション

も。ありきはあかんがな。これから全体的な

計画を見直さなあかんと、財政事情を含め

て。それが今回の大綱の中で、ほいでまた住

民巻き込んでの答申としているというところ

を批判しょんですよ。後々また言いますけれ

ども、こればっかしに時間とっとるわけにい

きませんので、次に移ります。 

 次に、先ほど来問題になっております給食

の体制とあり方について伺いたいと思いま

す。 

 これは、給食制度を維持して安心・安全の

給食を実施することが私は大切だと思いま

す。給食センターにおける先ほど来問題にな

っている洗剤投入事件を含めて、給食の供給

体制のあり方について伺いたいと思うんで

す。 

 特に、センターの管理運営については、以

前から指摘と内部告発に対して適切に対応を

してこなかった私は結果であると思います。

今回の事件も町政全体の隠ぺい体質にあると

言っても過言ではない、起こるべきして起こ

った事件であると思っております。事件の全

容と責任を明らかにすべきだと思います。 

 また、きょう犯人が内部の職員によって洗

剤を入れたとこういうことで逮捕をされたわ

けでありますが、この事件は逮捕をされたか

らといって終わったものではないと思いま

す。これからが始まりだと思いますので、そ

の点の説明を再度伺います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをいたしま

す。 

 まず、洗剤混入事件の全容ということでご

ざいます。説明もしてきたわけでございます

けども、全体的には２月13日…… 

（桜井公晴議員「いや、そんなんはえ

えがな」の声あり） 

 よろしいですか。 

（桜井公晴議員「そんなこと聞きたい

んやない」の声あり） 

 え。 

（桜井公晴議員「そないなもん全容と

いわん。何で起こったかが全容や。何

回も聞かされるほど要らんで」の声あ

り） 

 それにつきましては、この洗剤混入事件、

混入の状況から故意に投入された可能性があ

るということで、子供たちの供給された、優
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先されたと、給食を提供を優先させたこと、

また関連体制の不備による対応の遅れ、さら

に所管の教育委員会に報告しなかった等々深

く反省しておるところでございまして、早急

に緊急管理マニュアル等を作成し、今後はそ

ういうことがないように対応してまいりたい

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この議会でこれだけの議員

が通告をしとる。何でか。単純にこれを引き

起こした者が分かったらええっていうことで

はないんですよ。先ほど来それぞれの議員が

言ってきておるように、体質的なものがある

と。それで、その隠ぺい体質ももちろんそう

なんですが、特に私はこれまでのセンターに

係ることで本席でも何回も指摘があり、また

決算委員会でも指摘があったことに対して何

ら手を打ってこなかったというところにある

ように思います。それは何かと言いますと、

上田議員も言っておられましたように、先に

建設ありきの考え方が出たり委託で事を済ま

そうとしたり、そういうことになっているん

ではないかと思います。これまでにも教育委

員会が所管の委員会に出したこれまでの告発

なりのもの、それ以外にないのかというたら

先ほども出ておりましたようなことが出てき

ているわけでしょ。 

 ほんで、私は先日も同僚議員と早島町とい

うて岡山の町に行ったときにいろいろ伺っ

て、ここでやってるような、これは早島町の

内部公益通報に関する要綱というのを18年７

月14日に定めて、公益通報者保護法ですね、

この法律の裏づけのもとに内部の要綱をつく

って、そして内部からいろんな公益上のこと

について通報があった場合に、またその内部

の通報者に対する保護の問題と、また後の処

理の問題等を定めた要綱が13条にわたって定

められております。やはり町によってはこう

いう取り組みをしているということもござい

ます。 

 その点から、内部からこれまでに何回どん

なことが通報なりまた報告されて対処を求め

てこられたか、そういうことをしっかりと整

理をしとるんかどうか。それがちゃんとこれ

までにやられておったら、多分今回のような

事件は起こらなかったんではないかと、この

ようにも思います。一つは人事異動の問題も

これまでに上げられておりましたが、私は本

当にそう思いますよ。一つの例として、責任

者がかっては部下だった者の下になると。そ

んなものではないと言いながら、上席にいる

者もかっての上司には言いにくい。こういう

人事も考え物だと。立派な者を配置してると

いうものの、いわゆる退職前の事なかれ主義

に陥るとこういうことにもなるんですよ。食

の安全をしっかりとやってるとは言いがた

い、そういうものだと思います。 

 だから、全容の解明ということが今回この

中で報告されなあかん。何で起こったかが全

然今までに説明されていないんじゃないです

か。私は全然、今までにいろんな人が聞いた

けども、何でこんなんが起こったんやろうと

いうて真摯に考えたか、町も教育委員会も。

一遍説明してください。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今おっしゃる点です

けど、私は隠ぺい体質とかそれよりももっと

大きな枠で、例えば今回の問題も教育委員会

の側からの目線で物を見て判断してたように

思います。それをやはり今のご意見を聞きな

がら思うんですけど、社会の目線や保護者の

目線や保護者の立場や、あるいは社会の物差

しを基準に社会の常識の中でこれからとらえ

ていかなあ見落とす面があるし、全容に向け

ての解決策にはならないと深く反省しており

ます。 

 それから、今おっしゃいましたいろんなこ

の事故、事件について私の方へ全部来てなか

ったことは、先ほどの井川議員や上田議員の

ときにお答えしましたように、あるいは上山

議員のときにお答えしましたように、来なか

ったことは管理意識やなくて管理体制でやは

り問題があったと、そんなふうにとらえてお
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ります。そういう中で、そういう全容の中で

１つだけが原因やなくて多くの問題の中で今

回のこのことは発生したと、そんなふうにと

らえております。 

 以上です。 

（桜井公晴議員「長は、長」の声あ

り） 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 一つは、役定のこと

で事なかれ主義が一つの原因ではないかとい

うようなご指摘もいただいておりますが、そ

ういったことではないというふうに。考え方

によって、見方によってそういう見方もある

かもしれませんが、今後その役定についても

いろんな検討をする時代といいますか時期に

来ているようにも思いますが、ただやはり人

事のこの膠着状態から脱却するための一つの

手法としてといいますか、そういうところも

ございます。役定が事なかれ主義を生んでい

るんではないというふうに私はそれは言える

と思います。 

 今までの話の中でも、いわゆる所長の対応

等について各議員からもいろいろ出たんです

が、確かにそういった危機が起きたときにす

ぐ対応できなかったということについて、個

人の資質というものもあろうかと思います

が、私はある程度やはりそういったことが起

きたときの危機マニュアル的なものができな

かった、だから組織全体での問題であろうと

いうふうに。それがあれば、こういう場合の

ときにはこう対応するという現場判断という

ものがすぐにできるという状況であれば、今

回のことについても違った方向に行ったので

はないかというふうに思います。 

 ただ、こういう事案が起きたことについて

の全容ということについては、警察の方でも

その動機等についても今、捜査中というよう

なことでございますので、私どももそういっ

たことについては把握はいたしておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それは分析せなあかんわ。

そないな警察が調べよるというのは動機もそ

ら調べな、警察としては当たり前のこっち

ゃ、それは仕事やから。ほいで、現に司直の

方は15日に告発して、きのうでしょう、何を

しとんやなと思いますよ、このぐらいのこと

に。 

 それは何ですけども、本当に内部で何で起

こったかを、教育委員会も町も人事をめぐっ

て起こっていることも一つ、先ほどもありま

すように民間委託が絡んで身分上の問題もあ

ったんではないかというのも一つ、全体とし

ては管理運営体制がなっとらへんとこういう

ことで、再三の内部告発、先ほど早島町の例

を言いましたけど、これについての答えもし

てくださいよ、こういうことが必要やなあと

いうのは。法律だけではなくて、条例、要綱

でくくるっていうことも大切やと思いますの

で、その答弁と。 

 それから、人事任用について総務委員会

で、あるいは昨年、決算でもここで言うたこ

とを覚えとってやと思うけれども、教育委員

会のことやと長ははねとんですよ。何を言う

とんかというのや。任用は確かにパートとか

そういうもののそこの任用はありますけれど

も、全体の管理っていう点ではどこに職員を

置くのも町の任命権に基づいておるわけです

から、内部の状況をしっかり把握すると、ほ

んでどういうことが起こっとんかもよう調べ

ると。ということは、教育委員会が基本的に

やって、その上で町側にも報告をして、そし

て一緒に人事を考える、配置を考えるという

ことがなかったらあかんと思うんですが。 

 町の体質の中には、後の質問でも言います

が、契約問題で一定の瑕疵があったと、だけ

ど損失も出てきたと、二重の工事を行う、あ

るいは特定建設業の問題でも指摘をしてい

る。しかし、それに対してそこまで考えてい

なかったとかというようなことで責任の所在

もけじめもつけない、これが町側にあるんで

すよ。教育委員会に言える義理ではないわ

ね。人の配置の問題からすべてやはりよく聞
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いて、これではいけないというときに教育委

員会に対して物申さないけないし、教育委員

会は教育長を初め次長、課長がおるわけです

し、それらが一人ひとりの職員から言われて

いること、先ほども指摘がありましたような

ことで、今回の事件ではもしそれが清缶剤が

入っとったら本当どないします。 

 ほいで、清缶剤で事件が起こっとんでし

ょ、センターでこれまで。ようけ入れ過ぎて

という話ありましたやないか。いろんなあれ

はあちこちに吹き出してきたりして後の始末

が悪かったということも指摘がされて右往左

往したものがあるわけですから。それらのこ

とが何で教育委員会が知らん。知らんはずが

ないようなことで人事について、また管理に

ついて一緒になって考えなかった結果でし

ょ。ほいで、それがやっぱり給食という食の

安全を口にしながらおろそかにしてきた、そ

うじゃないんですか。だから、全容というて

も一っつも説明できへん。もう一週間も10日

もたったら、こういうことでこんな事件が起

こるべきして起こりましたと、その説明があ

って当たり前違いますか、町側も教育委員会

も。違うんですか。説明してくださいよ。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） いろいろおっしゃっ

たんですが、一つ、所管の関係も今、桜井議

員おっしゃってますが、たしかもちろん決算

委員会のときでも申し上げましたし、私、福

祉文教でも申し上げたのは、給食センターで

の人間関係の問題があるんではないかという

ご指摘の中で、所管が福祉文教があるので総

務常任委員会でわざわざしなくても、それは

実際現場を預かってる福祉文教常任委員会の

ところで聞いていただいた方がいいのではな

いかということを私申し上げたのを今でも覚

えております。そういったことがおかしいと

言われるんであれば、逆に私はなぜかなあと

いうふうに思います。ただ、今回の事件につ

いては、私はそれを否定するつもりはござい

ません。 

 それから、内部通報制度の早島町の例おっ

しゃいましたが、太子町、現在のところそう

いったことについて考えていないところでご

ざいます。 

 それから、給食センターの建設ありきとか

委託ありきでスタートしてるではないかとい

うようなご指摘もいただいておりますが、委

託についてはそういう姿勢といいますか、行

革の中でもこの給食センターの委託というこ

とについては方針を決め、ずっと進めていた

ところでございますが、建設についても実施

計画の中でまさしく上げております。しか

し、町長の施政方針で若干だけ申し上げてお

りますが、事業手法等についても検討したい

というなことも申し上げております。それ

は、今まで各議員からのいろんなご意見もあ

りますのでその辺のところを十分踏まえて、

建設ありき一方ではないということを申し上

げているところでございます。 

 清缶剤云々のことについては、具体に私ど

もも報告といいますか、そういったところを

最近見たところで十分承知しているところで

はございませんが、清缶剤そのものがボイラ

ーの中で給食そのものに多分入る状態ではな

いのではないかというふうに、これは間違っ

ていたら申しわけないんですが、そういうこ

とがあったんではないかというふうに。た

だ、それは事故ということも十分考えられる

内容というふうに聞いてます。今回の事件に

ついては、逆にナチュラルソープが何か拍子

で倒れてそれが混入するというような事案で

はないということで、事件性は高かったとい

うことで今回につながっておりますが、その

清缶剤の場合は逆に誤って入る可能性もあっ

たのではないかというふうに私は聞いており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 そんな……。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員、桜井議員、

教育長。 

（桜井公晴議員「ああ、そうやそう

や、うん、そうや」の声あり） 
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 教育長、教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 教育委員会として

今、八幡副町長が申しましたように、いわゆ

る人間関係の問題、議員から指摘あったんで

すけど、そういう面で組織の風通しがやはり

悪いのが全容の中の原因の一つだと、今回の

件については今、八幡副町長が申しましたよ

うに私もそんなふうに思っております。 

 それからもう一つ、これは特に私自身が大

いに反省せないかんのんですけど、危機管理

意識がやはりもっと厳しいもんで私がとらえ

とればよかったし、意識啓発活動をもっと充

実させておればこのようなことはなかった

と、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 早島の例をわざわざ挙げた

というのは、やっぱり内部告発した職員が基

本的にはこの法律を施行するに当たって保護

をされる。保護をされなんだらまた飛ばされ

るんとちゃうか、不利益な扱いを受けるんと

違うかと思ったら、内部からもまず言わなく

なってしまう。それは自浄をしないというこ

とですわ。地方自治法には基本的罰則はない

んです。というのは、議会があります。それ

から、職員がこれはだめだということを、必

ず自浄作用が働くということで罰則がないっ

ていう、こういうことなんですよ。だからほ

いで、監査も内部でちゃんとしますというこ

とになっておりますので、そういう面から見

れば保護される立場でないといけない。公平

委員会みたいんはちょっとちゃうんですよ、

また別の組織ですから。だから、そういう面

で進んだところはいち早く制定をして職員を

守る。それが企業でもやはりミートホープの

問題とか雪印の問題とかいろいろ出てきて、

かなりの勇気が、企業は特にや、勇気が要っ

とる。行政はそんなに首になったりしないけ

れども不利益な扱いを受けるんではないかっ

ていうことの中で、言わないで済むんなら言

わんでおろうかと、こういうことになって事

件が大きくなってしまうということになりま

す。 

 そういう点で、これらのことを今は考えて

いないっていうような立場の方がおかしい。

こんな事件が起こったときこそそういう保護

をしていくようなことが、整理をされて何で

も言ってくださいよというような形になって

こないといけない。その姿勢に町が欠けと

る。それはだから隠ぺい体質にもつながると

いうことを言っとるんです。 

 それから、教育委員会の風通しが悪いよう

にしてしまっていることが要因違いますか。

何で風通しが悪うなっとんじゃいな。だれが

しとんじゃいな。だれかがしとんじゃがな。

その風通しがどこでとまっとんじゃいな。と

まっとるとこがあるんじゃろ。ちゃうんかい

な。風通しが悪いとなったら、それをちゃん

と障壁を除かなあかん。町にも言ってんの

は、障壁除かなんだらどなんもならへん、町

の体質を変えなあかん、私はそない思うとん

です。そうやなかったらこんな事件は起こる

し、また今後にもそういう危険が伴うと。 

 ほんで、清缶剤も昨年の話でしょ。そんな

んが何で今ごろや言うねん。皆きれいにした

んやで、苦労して、清缶剤のことも。そうい

うふうに聞いてるけれど、事実に反するん

か。反するんだったら言ってくれ。しかし、

内部でいろいろやってきているわけですか

ら、そんな100倍ものものが一遍に入るはず

がないと。内部の人にもう一回聞きないな。

それを報告してください。そうでなかった

ら、私はそういう今のような説明では決して

納得はできないし、無責任だと思います。そ

の点いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 特に人間関係の改善

のことで風通しがうまくいってないのは何が

原因かというと、私はやはりこらあいさつだ

とかそういうものも含めて日常的な関係が根

底にあるんやないかと、そんなふうに思いま

す。やはりあいさつも大事な問題だと思いま

す、風通しをよくするのには。そういうとこ

ろにも原因があったんじゃないかと。 
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 それから、もう一つのボイラー室の清缶剤

が入っていたのは、私はえらいほんまに申し

わけないですけど最近聞きました。ボイラー

室の中に入っとって、それを気づいてえらい

こっちゃというので、今、議員がおっしゃっ

たように大勢でそれを取り除かれて、清掃と

いうんですかきちっとしてもう一度ボイラー

をかけ直されたというのは報告を聞きまし

た。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員、もう一度言

うてあげてください。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はやっぱり職員を保護す

る、内部告発をするということは勇気が要る

ことやと。だから、保護するようなことの規

定を設けると、法律だけではいけないから要

綱をつくったりして対応をしとるとこがある

というて今、早島の例を紹介したんですよ。

だから、条例ではないですよ、早島の場合

も。だけど、きちっとうたってますわ、その

委員会を設置してそういうものを迅速に処理

をするとかというのは書いてありますわ。そ

れは調べられたらすぐ分かるわけですけど

も、やはり公益上のことですから、公共は特

に、そういう対応がないということが風通し

を阻害する要因にもなっとるということなん

で、勇気を持って内部から言えるようにする

こと、そのために規定をつくることを求めと

んですよ。それ返事がないから言うとんよ。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 桜井議員の考え方も

分からんことないっておかしいんですけど、

ちょっと僕、その内部通報制度というのと

は、今回の事案というのは組織の中で伝わっ

てない部分があるということであればちょっ

と違うんではないかというふうな印象を受け

ました。したがいまして、その内部通報制度

ということについて、私も全部一から十まで

理解しているわけではございません。私、個

人的にもちょっと勉強をしたいと、このよう

に考えます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これ前の期の横田議員がこ

こで追求したやろ。覚えてへんのかいな。横

田はん言うたんじゃ、これ。言うたんじゃが

な。 

 何をしとんじゃいな、ほんまによう。そう

いう危惧して元職員、収入役は言うたんや。

ほんまやがな、うそも隠しも言わへんがな。 

（「うそや言うてません」の声あり） 

 ほしたら、何で今ごろに研究じゃいな。そ

ういうこと、だから職員を保護するというこ

と、通報者を保護するという意味で法ができ

たときに速やかにやっとうとこが出とうとい

うことや。私はそのところと太子町とは全然

違うしおかしいなと思うんです。 

 ほいで、清缶剤はタクマも呼んどんです

よ。 

 何も職員だけでやったんや、タクマまで呼

んどんやんか。そんなんが何でここへ入って

今ごろじゃいな。この事件で初めて知った。

これが圧力がこちらへ出とんですよ、このボ

イラーから管を通して。だから、洗管せなあ

かんとかということが起こっとんですよ。そ

れ知らんのかいな。大変なことが起こっとっ

たんや。今年のことちゃいまっせ。 

 何でそういうことが起こるかということ

と、そいから中でも話もせえへんと。話もせ

えへん者が給食を供給するんやで。職員一人

ひとりが話をせえへん、何じゃいな、それ

は。今あいさつやとかなんとか言うとうけど

も、そういうことも含めて何が問題というこ

とをもっともっと分析をしてもらわな困る。

じゃないと、安心して安全な給食とは言えへ

んでしょ。そこをしっかりと整理をしてもら

わないと、本当に皆さんが、子供たちが安心

して食べられる給食とは言えないと、こうい

うふうに私は思うんですよ。ほんで、今後の

ことも含めてもう一度答弁求めて、次移りた

いと思います。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 内部告発制度の件でご
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ざいますが、そうした制度を設けていくの

は、そらやぶさかではございません。しかし

ながら、やはりそれ以前にもっと考えるべき

道もあるんではないかと、私自身はこのよう

に思うところでございます。先ほどもおっし

ゃっておりますように、人間関係、そうした

ものなくしてそういう制度だけが先行すると

いうのもいかがなものかというふうにも考え

ますし、やはりこうした世の中、組織、そう

した中での人間関係、いつも私も申し上げて

おります“和のまち太子”にふさわしいそう

した人間形成が先決ではないかと、このよう

に考えるところでございます。内部告発制度

についても、そうした面は十分検討をさせて

いただきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） あと13分です。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 13分、あと。ああ、そう

か、忙しいなあ、こらあ。弱ったな。いや、

ほんまに。 

 あと、これ、あとのことはまた委員会もあ

りますので、そのときに追求したいと思いま

す。人間関係をよくするのはだれかというこ

とです。 

 それから次に、入札契約制度についてであ

りますが、この件については再三言いますけ

れども、この入札制度の改善っちゅうのは毎

日毎日検討をしてやっておかなければならな

い、全国的にもいろんなところで工夫が凝ら

されておるそういうことなんでありますの

で、改善の方向、取り組みについて一つは説

明を求めます。 

 それから、先ほど触れましたように、特定

建設業との関係でありますが、特に特定の建

設業者との密接な関係、これは先ほど上田議

員から指摘があった本のこともありますね、

余りにも密接過ぎる。そういう関係を絶たな

ければ本当にこれを改善はすることができな

いと。これは町長がすべきことだと思いま

す。しかし、こういう密接な関係にあること

を絶つということ、そして名誉を傷つけられ

た場合には告発をし争うということ、そうい

うことがしっかりと行われてこそ初めて住民

との関係においても信頼関係が構築できると

こういうふうに思いますし、また入札制度の

改善も進むものと思います。そういう点から

伺っておるので、適切に答弁を求めたいと思

います。 

 また、建設業法違反業者への対応も同様で

あります。いまだに原因の究明も、また再発

防止、責任問題も明らかにしていないのは町

でしょ。これもええかげんでっせ。だから、

そんなことを繰り返しとうから人間関係を構

築するようにならへんねや。信頼関係が構築

されてへん、そういうことがあると思うんで

す。そいで、かばい合うと。内部でかばい合

ったら絶対だめですよ。この給食センター問

題も一緒です。かばい合ったり内部で隠そう

としたら、問題がしまいに大きくなって出て

くると。こういうことなんで、この下水道管

の布設工事のやり直しについてもけじめをつ

けてくださいよ。そうでなかったら、少なく

とも町費の無駄遣い、税金の無駄遣いをしと

んですからね。 

 それから、特定建設業についても気がつか

なかったでは済まされへん。そこが受けて後

の逮捕劇にも業者がつながってるわけです

し、その後も中学校の下水道管の布設で契約

を交わしておると。こんなこと繰り返しとっ

たら、何ぼお金があっても足りません。本当

に無駄を省くという点ではそういうところか

らけじめをつける、ほいで行政内部でしっか

りけじめをつけるということがなかったら私

はだめだと思うんです。その点について、改

善の方向とけじめの問題について、また責任

の所在ととり方があると思うんですが、その

説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、契約に伴

う入札制度の改善の取り組みはということで

ございますが、これはたびたび申し上げてお

りますが、平成19年４月より一般競争入札の

枠を拡大したところでございます。今後にお
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きましても、入札契約制度検討委員会におき

まして改善すべき点につきましては随時見直

しをかけていきたいと思っております。 

 また、特定の業者との関係においても、地

方公務員として疑惑の持たれることのないよ

う、職員につきましては日々、常日ごろから

注意を促しているところでございます。 

 建設業法違反については、法の定めた対応

に則していくのが行政の務めと、とるべき立

場ということで行っております。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほどの下水

道管布設工事の件でございますけども、これ

につきましてはやはり現地の確認が不十分で

あったという反省から、昨年度８月に契約事

務関係の手続、また事務処理上の問題とかそ

ういう研修を行っております。また、それ以

降につきましても、現在、今後の工事マニュ

アルといいますか、いろんな問題についてマ

ニュアル作成に今手をつけております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 何もしょうへんと一緒やが

な。何がしたいんやいな。私はそない思う

よ。けじめをつけてから始まるんじゃがね。

そやかい、マニュアル作成とかって、教育委

員会もマニュアルとか言うとうけども、何を

しとんや。これも一つのことが終わったらま

た忘れる、のど元過ぎればということが繰り

返されとうやないかいな。やっぱりそこらは

はっきりしないといけないと思うんです。 

 そいで、先ほど特定建設業者との関係とい

うことで言いましたが、先ほどの本の問題で

も出てきておるのは、余りにも町長自身が特

定建設業者とぞっこんじゃないんですか。こ

れはっきりせなあきまへんで。勝手口から勝

手に入ってくるような関係があるということ

を書いとうがな。いや、書いとってやがな。

それをほうほうと言うとらんでそういうこと

やがな、お宅へ奥さんがまだおってのとき

や。そういうときにこんなことがあったとい

うて書いとってんじゃが。ほら、そこに出て

くる業者はかなりおる。ほいで、そこらがよ

うけ請負とっとる。それが結局は入札制度の

改善に結びつかない要因だと私は思うんで

す。だから、聞いとる。 

 ほんで、その癒着、いわゆる密接な関係を

絶てということを言よんですよ。それじゃな

いと、改善は望めないと。それの中にやっぱ

り特定建設業者もおったということだと思う

んです。だから、こういうことにけじめがつ

かん。だけど、今、経済建設部長が言ったよ

うに、現地確認が不十分、だれがそうしたん

やということなんや。だから、そこらにけじ

めつけんからおかしい。それは絶対けじめを

つけないといけない問題ですから、損失を与

えとんですから、はっきりしていただきたい

と思います。 

 ほんで、何分あるかいな。 

（「８分」の声あり） 

 ８分。 

 ちょっとぜひ行政も研究してほしいという

ことがあります。国分寺、東京の、あちこち

言いますけど、ここでは「もの・人・サービ

ス」ということで、行政が発注するものが経

済効果も生むし全体にもくるくる回るという

ようなことで一つの基本指針を定めて、市の

いろんなものの調達に関する基本指針を定め

てこれから進もうとしている。あちこちでそ

んな研究が行われ、進もうとしとんです。太

子町もそれに乗り遅れていただかないよう

に、公正性、透明性、競争性を発揮する中で

地域が活性化できるような形をとろうという

ことで取り組んでおられます。ぜひ研究して

ほしいと思うんですが、そのことに対する対

応と。 

 それから、低入札の問題を含めてこんな本

が、おたくらいろいろ見とっての人があるん

やろ思うけど、これは業界の雑誌です。この

中に、これ６月号やけども、東北大学の大学

院工学研究科の教授で鈴木基之さんという人

が低入札が悪いかということを、それから談

合はなくなるかとかということを、総合評価

方式が行われとるけどもこれはどうなんだろ
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うというようなことを含めていろいろ提言を

なさっております。これらのことについてぜ

ひ研究をしてみる気があるかどうかを伺わん

とあかんので、まずそれ聞きます。今言うた

とこぐらいは、この本渡しときますから。研

究せなあかんわい。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほどご指摘いただ

いた総合評価方式等については、19年度、今

年度でございますが、いろいろ財政当局の方

で研究を進めておりますので、20年度ではで

きればそういった試行的に導入といいます

か、全部できないかもしれませんがとりあえ

ず一件はやってみて、どういうふうな入札と

いうことになろうかということを研究したい

と、このように考えているところでございま

す。 

（桜井公晴議員「本は。国分寺のこと

も研究するとかせんとか、せえへんの

かいな」の声あり） 

 研究というよりは、一度そうしたらまた

私、読ませていただきます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 町長は答弁ないな。しょう

がない、それは。 

 私は、この先ほどの先生が言ってる中で、

総合評価方式は万能かという問いかけしてお

ります、これ渡しますから。そういう意味

で、これからは完全な技術の競争も大事なん

でないかと批判しとってんやな。それから、

談合はなくなるかならんかというたら、やっ

ぱり談合はなくなる、ならんというてもその

ことに触れられておって、多分なくならない

だろうというようなことをおっしゃってい

る。しかし、低入札の問題がいろいろ出てき

てるんだけども、発注者が定めた予定価格な

るものの精算根拠が問われるからとかという

いろんな話があんねんて。だから、結局はし

っかりとした根拠を示していくようになっと

れば堂々と出せるようなことが、これはどん

な先生か僕は知らんのですよ。だた、こん中

に書いてあった、こういう業界雑誌にもこん

なこと書いとんやなあ思って言よんですよ。

どっかの先進的なところがやったんではなし

に、学者がこういう所見を述べておると。 

 ほいから、国分寺の場合はぜひネットで調

べてください。僕も全部、全容はつかんでま

せん。こういうことを取り組んどるなという

ことを今、紹介しよんやから。その点を研究

をするということで取り組んでいただきたい

なと思います。 

 それから次に、後期高齢者の医療制度につ

いて伺いたいと思います。 

 これは、このことが皆さんに知られるにつ

け、75歳以上の対象者を初めとして現役世代

の国民健康保険、これは共済保険とか一般健

康保険もそうなんですけども、現役世代の国

民からの負担も増大して、特に国民健康保険

では平均で13.6％も税を引き上げようと、き

ょう配付された中にあるということですね。 

 これはもってのほかであると私は思いま

す。行政の無駄を省いて一般会計から国保へ

の繰り出しを拡大して加入者の負担を軽減す

べきだと。今、予算が説明された中でも、前

処理場については１億円に今はなってますけ

ど、これまでは２億円がざらでありました。

そういうものにお金をつぎ込むならば、この

国保にきちっと繰り出しをして加入者の負担

を軽減すべきだと、こういうふうに思いま

す。基本的な方針ですので、また住民を大事

にする、本当に今の暮らしを支えるという点

では大事にしないといけない、そういう面か

らいま一層ここの助成が必要であろうと。 

 それから、この制度が本当に明らかになる

中で、この制度の中止を求める声が強まって

きております。住民と自治体の負担も増える

わけですから、さらには医療についても差別

医療が押しつけられる。こういう内容でござ

いますので、町独自でもやはり中止を求める

こと。ほんで、全国的には600を超える自治

体でこれの中止を求める決議なども行われて

いるっていうのが実態であります。それほど

これは後期高齢者と称して、死ぬまでこの保

険に加わるわけですから、２年に１回は税が
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引き上げられるのははっきりしているという

ようなことでもありますし、この制度がうば

捨て山であり医療の差別医療で一定の限度以

上のことは医療措置をしない、これほど恐ろ

しい制度は私はないと思うんです。だから、

自治体も負担が増えるわけですから、しっか

りとこのことに対して意見を述べる、ほんで

兵庫県にも当然これは今、中止を求めること

を言ってるんですが、あわせて運用される中

では自治体の負担を増やすこと、ほいで広域

連合に県が負担を増やすことについても求め

るということが大事でありますし、運営の透

明性も求めなければならないと思うんです

が、その点について町の所見を伺います。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、ご質問

の第１点は一般会計からの支援ということだ

ったと思いますが、それにつきましては桜井

議員さんご承知のように、私、運営協議会の

席でも発言をさせていただいたように思いま

すが、この医療保険につきましては当然、国

民あるいは住民の互助精神に基づいたところ

の保険制度、別の言い方をしましたら社会的

安全保障という制度でございまして、それぞ

れの受益と負担については厳格なルールとい

いますか約束事が示されておるところでござ

いまして、個々につきましては当然、公費の

負担と保険料でもって事業運営を行うという

のが基本でございます。 

 この医療という性質上、やはり不測の、予

測を超える給付といったような事態とかそう

いうことがなきにしもあらずということで基

金というのが積まれるわけでございます。基

金には給付を円滑に行うという一方で、また

そういった不測の事態に対応すべく、保険料

が急騰をするといったことをやわらかに緩和

するといった意味合いでも基金の活用という

ことが言われておりますので、保険料の軽減

を図るために一般会計からの支援というのは

この医療保険については適切ではないという

ふうに私は思っておりまして、運営協議会の

席でも言わせていただいたと思っておりま

す。 

 次に、この後期高齢者医療制度について国

の方に中止を求めるというご質問でございま

すが、この後期高齢者医療制度につきまして

はもう既にご承知のように平成18年６月、健

康保険法等の一部を改正する法律によりまし

て、この平成20年４月から施行をするという

ことが定められております。国会の席で審議

をされて決定をされた法律でございます。昨

年２月には私ども太子町も加入をいたします

兵庫県の広域連合が設立をされまして、この

昨年の11月には保険料等々の基本的事項も決

定をされました。現在、市町ともに広域連合

の方で被保険者証の作成など発送に向けての

諸準備が進められております。本町におきま

しても、３月広報でこの後期高齢者医療制度

についての記事を掲載させていただきまし

て、４月からこの制度が円滑に実施できるよ

うに取り組んでおるというところでご理解を

いただきたいというに思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は理解できへんねや。住

民の暮らしを破壊するようなことやからや、

医療と、だから声を上げよう言うとんや。そ

らあ今、制度で動いとんのは、悪法も法なり

で動いということは動いてますがな。動いて

ることを言うてるわけじゃない。動いている

けれども、そういう中で声を上げている自治

体が出てきているどと言うとるわけや。つき

合えよと言うとんや、それも。それをしない

ということは、ここの住民がどうなってもえ

えという立場じゃないか。だから、制度の問

題は説明受けんでもよう分かってますがな。

そんなんと違うんや。だからこそ、法が通っ

てもやっぱり中止を求めるようなとことんま

で動きがあります。また、それの改善を求め

るという動きも始まってます。やっぱり広域

連合の中でも意見が出ている。兵庫県では余

り出てないようですけれども、各連合の中で

は出てきており、都道府県が支援、援助をよ

り拡大するとか、住民の暮らしが疲弊する、
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医療が破壊される。社会扶助っていうて言い

ますけれども、皆保険制度を破壊してきたの

は政府やで。だから、そういうものがどんど

ん通っていきますと住民の暮らしもだめにな

ってしまうんで言うております。 

 また、これは後々、予算がありますからそ

こでも言いますけれども、時間が来たのでと

りあえずは終わります。そういうことを言う

てます。しっかり覚えとってください。 

○議長（北川嘉明） 以上で14番桜井公晴議

員の一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は、３月４日午前10時から再開

します。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後４時26分） 

 

 


